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明
和
四
年
の
大
坂
町
奉
行
所 

 
 
 
 

金
銀
出
入
取
捌
法
改
正
に
関
す
る
史
料 神 

保 

文 

夫 

    

は
じ
め
に 

 

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
及
び
同
四
年
（
一
七
六
七
）
に
実
施
さ
れ
た
大
坂
町
奉

行
所
金
銀
出
入
取
捌
法
の
改
正
は
、
借
金
銀
の
返
済
を
滞
ら
せ
、
金
融
取
引
が
沈

滞
化
す
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た
こ
と
か
ら
、
安
永
年
間
以
降
再
び
旧
来
の
大
坂

仕
来
法
に
復
す
こ
と
と
な
っ
た
。

（
１
） 

こ
の
明
和
三
年
・
四
年
の
金
銀
出
入
取
捌
法
改

正
と
そ
の
失
敗
、
旧
制
へ
の
復
帰
に
至
る
経
緯
の
詳
細
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
世
私
法
史
に
お
け
る
江
戸
法
と

大
坂
法
の
差
異
な
い
し
両
者
の
対
抗
関
係
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、

こ
の
一
件
は
甚
だ
興
味
深
い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

別
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
こ
の
明
和
三
年
・
四
年
改
正
の
詳
細
な
経
緯
を
知
り

う
る
史
料
と
し
て
、
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
の
所
蔵
に
か
か
る
写
本
「
御

代
官
揖
斐
十
太
夫
殿
支
配
西
国
筋
之
者
江
京
大
坂
町
人
へ
懸

 

（
マ
マ
） 

合
一
件
留
」
（
以
下

「
懸
合
一
件
留
」
と
略
称
す
る
）
の
う
ち
、
改
正
の
第
一
段
階
で
あ
る
明
和
三
年
の

遠
国
金
銀
出
入
に
関
す
る
裁
判
管
轄
改
正
の
部
分
を
中
心
に
紹
介
し
た
が
、

（
２
） 

同
写

本
は
大
坂
町
奉
行
所
与
力
八
田
五
郎
左
衛
門
の
作
成
・
所
持
に
か
か
る
も
の
で
あ

り
、
数
代
に
わ
た
る
八
田
家
の
史
料
は
現
在
九
州
大
学
の
ほ
か
大
阪
商
業
大
学
商

業
史
博
物
館
、
神
戸
市
立
博
物
館
、
東
京
大
学
法
制
史
資
料
室
等
に
分
か
れ
て
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
３
） 

本
稿
で
は
、
上
記
写
本
の
う
ち
改
正
の
第
二
段
階
で
あ
る
明
和

四
年
の
金
銀
出
入
取
捌
手
続
改
正
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
及
び
神
戸
市
立
博
物
館
の
所
蔵
す
る
八
田
家
文
書

に
見
え
る
関
連
記
事
等
を
も
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
改
正
と
そ
の
失
敗
の
意
義
に
つ

き
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 
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一 

遠
国
金
銀
出
入
の
裁
判
管
轄 

 

公
事
方
御
定
書
に
よ
る
裁
判
制
度
の
全
国
統
一
的
な
運
用
を
は
か
ろ
う
と
す
る

老
中
、
勘
定
奉
行
な
い
し
評
定
所
一
座
等
に
対
し
て
、
大
坂
町
奉
行
鵜
殿
出
雲

守
・
興
津
能
登
守
は
享
保
年
中
以
来
認
め
ら
れ
て
い
た
遠
国
金
銀
出
入
に
関
す
る

裁
判
管
轄
権
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
結
局
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
八
月
、

遠
国
金
銀
出
入
の
管
轄
権
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
坂
町
奉
行
支
配
四
か

国
（
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
）
の
者
と
中
国
・
四
国
・
九
州
二
八
か
国
の
者
の

間
の
支
配
違
金
銀
出
入
は
、
以
後
す
べ
て
「
御
定
書
之
通
」
す
な
わ
ち
公
事
方
御

定
書
の
支
配
違
出
入
の
原
則
に
従
い
、
江
戸
の
評
定
所
が
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。

（
４
） 

 

 

し
か
し
、
大
坂
町
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
・
曲
淵
甲
斐
守
（
興
津
能
登
守
の
後
任
）
は

な
お
も
抵
抗
を
続
け
た
。
同
年
一
〇
月
に
上
申
し
た
伺
書
で
は
、
遠
国
金
銀
出
入

の
管
轄
権
を
失
う
こ
と
は
諸
国
取
引
の
差
支
と
な
っ
て
大
坂
の
経
済
を
衰
退
さ
せ
、

ひ
い
て
は
江
戸
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
大
坂
町
奉
行
は
主

張
し
、
せ
め
て
大
坂
三
郷
町
内
よ
り
掛
る
遠
国
金
銀
出
入
の
裁
判
管
轄
権
だ
け
は

認
め
て
ほ
し
い
旨
を
述
べ
て
い
る
が
、

（
５
） 

同
月
付
で
次
の
よ
う
な
伺
書
を
も
提
出
し

て
い
る
。

（
６
） 

 

 

「 
 

『
見
出
シ
』
〔
『 

』
内
は
朱
書
、
以
下
同
じ
〕 

 
 

『
弐
拾
』
私
共
支
配
国

余
国
江
掛
り
候
金
銀
出
入
取
捌
之
儀 

 
 
 
 
 
 

御
下
知
を
以
被
仰
渡
候
儀
ニ
付
奉
窺
候
書
付 

 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

 

中
国
四
国
西
国
百
姓
町
人
江
他
領
之
者

相
掛
り
候
金
銀
出
入
、
向
後
之

儀
、
双
方
共
ニ
和
泉
河
内
摂
津
播
磨
四
ヶ
国
之
者
ニ
候
ハ
ゝ
、
私
共
御
役

所
ニ
而
取
捌
、
余
国
江
掛
り
候
出
入
者
、
訴
訟
人
大
坂
町
人

私
領
之
分

者
寺
社
奉
行
江
添
簡
い
た
し
、
御
料
所
之
者
ニ
候
ハ
ゝ
御
勘
定
奉
行
江
添

簡
を
以
差
出
候
様
被 

仰
出
、
奉
畏
候
、
依
之
、
向
後
私
共
御
役
所
取
計

方
之
儀
、
左
ニ
奉
伺
候 

一
中
国
四
国
西
国
之
者
共
者
勿
論
、
奉
行
有
之
国
々
之
外
他
国
之
者
当
表
江

登
り
合
居
候
を
見
届
、
私
共
支
配
国
之
者
共
金
銀
出
入
等
ニ
而
願
出
候
節

者
、
訴
状
相
手
之
旅
宿
江
差
遣
、
出
入
和
談
ニ
而
相
済
候
得
者
、
済
口
承

届
ケ
、
出
入
不
相
済
分
者
、
私
共
御
役
所
江
双
方
呼
出
、
対
決
申
付
、
裁

許
仕
候
得
共
、
右
之
類
も
向
後
願
出
候
様
申
渡
、
私
共

添
簡
差
遣
可
申

哉 

一
私
共
支
配
国
之
者

同
支
配
之
者

伏
見
京
都
堺
奈
良
奉
行
支
配
所
一
同

ニ
相
手
取
金
銀
出
入
等
ニ
而
、
私
共
御
役
所
江
願
出
候
節
者
、
右
奉
行
々

江
掛
ケ
合
候
上
、
相
手
方
之
者
此
表
江
呼
出
、
一
同
ニ
対
決
申
付
、
裁
許

仕
候
得
共
、
向
後
者
、
相
手
方
右
奉
行
支
配
之
者
と
入
交
り
有
之
分
者
、

寺
社
奉
行
又
者
御
勘
定
奉
行
等
江
願
出
候
様
可
申
渡
哉 

一
他
国
之
者
私
共
支
配
国
之
内
ニ
而
変
死
行
倒
又
者
人
殺
人
勾
引
等
致
候
節

者
、
其
支
配
之
奉
行
或
者
領
主
御
代
官
等
江
懸
ケ
合
候
上
、
吟
味
仕
、
変

死
行
倒
人
等
之
類
者
、
親
類
身
寄
り
之
者
呼
出
引
渡
遣
、
其
外
人
殺
人
勾

引
之
類
ニ
而
私
共
支
配
国
之
者
と
一
統
ニ
吟
味
掛
り
候
分
者
、
一
件
御
仕

置
之
儀
も
私
共

相
窺
候
上
、
落
着
申
渡
候
儀
ニ
御
座
候
ニ
付
、
金
銀
出
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入
之
外
、
右
躰
之
類
者
、
他
国
江
懸
り
合
候
義
も
、
是
迄
之
通
ニ
取
計
候

心
得
ニ
罷
在
候 

一
私
共
支
配
国
之
内
当
地
住
御
代
官
所
之
者
相
手
取
金
銀
出
入
等
ニ
而
、
支

配
国
之
者

私
共
御
役
所
江
願
出
候
節
者
、
右
御
代
官
所
江
願
出
候
様
申

渡
候
仕
来
ニ
御
座
候
得
共
、
此
度
御
下
知
之
通
ニ
取
計
、
以
来
者
、
相
手

方
私
共
御
役
所
江
呼
出
、
対
決
申
付
、
裁
許
可
仕
哉 

但
、
私
共
支
配
国
之
内
ニ
而
も
、
御
料
私
領
共
一
ト
地
頭
之
も
の
同
士

之
出
入
者
、
是
迄
之
通
、
地
頭
表
ニ
而
之
取
計
ニ
仕
置
可
申
哉 

一
播
州
之
儀
者
、
相
隔
り
候
場
所
ニ
御
座
候
間
、
摂
河
両
国
と
違
、
変
死
行

倒
人
殺
人
勾
引
盗
賊
等
之
類
、
領
主
切
ニ
而
取
捌
候
哉
、
右
躰
之
儀
、
私

領
村
々
よ
り
私
共
御
役
所
江
訴
出
候
儀
無
御
座
、
右
之
外
ニ
も
、
摂
河
取

捌
ニ
振
レ
候
義
も
御
座
候
、
尤
依
領
主
ニ
、
変
死

盗
賊
抔
役
人
申
出
候

儀
も
御
座
候
得
共
、
里
数
隔
り
候
場
所
も
有
之
候
条
、
都
而
摂
河
取
扱
同

様
ニ
仕
候
而
者
、
品
ニ

差
掛
り
候
儀
等
者
差
支
ニ
相
成
候
義
も
可
有
御

座
間
、
公
事
出
入
之
外
者
、
地
頭
役
人

申
出
候
分
者
取
扱
、
其
余
者
是

迄
仕
来
之
通
ニ
相
心
得
可
申
哉 

『
右
願
人
奉
行
有
之
国
々
之
者
ニ
候
得
者
、
支
配
之
奉
行
江
相
断
候
上
願

出
候
様
申
渡
候
儀
、
是
又
前
々

之
仕
来
ニ
御
座
候
』 

一
他
国
之
者
当
表
江
罷
出
逗
留
中
、
私
共
支
配
国
之
も
の
と
金
銀
諸
色
等
取

引
之
儀
ニ
付
、
他
国
之
も
の
工
ミ
之
筋
有
之
、
金
銀
諸
色
等
取
込
、
国
元

江
出
立
仕
候
類
有
之
、
右
之
者
相
手
取
、
支
配
国
之
者
訴
出
候
節
、
手
延

ニ
難
成
儀
御
座
候
節
者
、
相
手
方
御
料
私
領
所
者
勿
論
、
縦
令
奉
行
有
之

国
々
ニ
而
も
、
双
方
共
私
共
御
役
所
江
呼
出
、
一
通
り
様
子
相
尋
、
其
上

ニ
而
其
支
配
々
江
掛
ケ
合
候
上
、
吟
味
次
第
ニ
落
着
申
渡
候
儀
、
前
々


之
仕
来
ニ
御
座
候
間
、
右
等
之
類
差
懸
り
候
儀
者
、
是
迄
之
通
ニ
取
計
可

申
哉 

一
私
共
支
配
国
之
内
、
摂
河
両
国
在
々
ニ
変
死
行
倒
死
御
座
候
節
者
、
一
ト

地
頭
切
之
者
ニ
而
も
、
御
代
官
手
代
領
主
役
人
等
検
使
ニ
罷
越
、
遂
見
分
、

其
上
ニ
而
私
共
御
役
所
江
一
件
召
連
出
、
見
分
書

掛
り
合
之
者
口
書
等

差
出
、
差
図
を
請
、
死
骸
片
付
等
申
渡
候
儀
、
前
々

之
仕
来
ニ
御
座
候

処
、
播
州
之
内
も
尼
ヶ
崎
高
槻
三
田
麻
田
等
在
住
之
私
領
所
者
、
変
死
行

倒
死
等
之
類
、
一
ト
領
主
切
之
者
ニ
而
他
領
江
不
抱
分
者
、
前
々

之
仕

来
ニ
而
、
私
共
御
役
所
江
不
訴
出
も
有
之
、
又
者
変
死
之
品
ニ

、
地
頭

役
人
訴
出
候
儀
も
御
座
候
而
、
一
事
両
様
之
儀
も
御
座
候
得
共
、
右
等
之

類
者
、
先
規

之
仕
来
り
ニ
御
座
候
間
、
是
迄
仕
来
之
通
ニ
相
心
得
可
罷

在
哉 

一
私
共
支
配
国
之
者
相
手
取
、
支
配
違
之
国
々
之
者

願
出
、
当
時
相
手
方

江
訴
状
渡
シ
置
候
分
、
追
々
対
決
申
付
も
有
之
、
又
者
対
決
相
済
、
当
時

日
切
、
又
者
吟
味
中
之
者
共
も
御
座
候
間
、
右
之
通
手
掛
ケ
置
候
分
者
、

是
迄
仕
来
之
趣
を
以
取
計
候
様
可
仕
哉
、
又
者
当
時
相
手
方
江
訴
状
遣
置

候
者
勿
論
、
吟
味
取
掛
り
候
者
ニ
而
も
、
私
共
支
配
国
之
外
、
余
国

支

配
国
之
者
相
手
取
願
出
候
分
者
、
寺
社
奉
行
御
勘
定
奉
行
等
江
相
願
候
様

申
渡
、
訴
状
返
答
書
共
双
方
江
差
返
候
様
可
仕
哉 

 
 

右
ヶ
条
之
趣
奉
窺
候
、
以
上 
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戌
〔
明
和
三
年
〕
十
月 

鵜
殿
出
雲
守 

曲
淵
甲
斐
守
」 

 

伺
の
内
容
は
、
裁
判
管
轄
権
が
否
定
さ
れ
た
遠
国
金
銀
出
入
に
関
連
す
る
も
の

の
ほ
か
、
変
死
・
行
倒
・
人
殺
・
人
勾
引
・
盗
賊
等
の
届
出
な
い
し
吟
味
筋
の
管

轄
に
関
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
裁
判
管
轄
の
改
正
が
、
単
に
大
坂
町
人
が
中

国
・
四
国
・
西
国
の
者
を
相
手
取
る
場
合
と
い
う
単
純
な
遠
国
金
銀
出
入
の
問
題

だ
け
に
止
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

今
後
の
取
扱
に
つ
き
指
示
を
仰
い
だ
も
の
で
あ
る
。
右
の
文
書
に
は
宛
名
の
記
載

が
な
い
が
、
大
坂
城
代
松
平
和
泉
守
に
提
出
さ
れ
、
城
代
か
ら
江
戸
の
老
中
に
伺

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
後
掲
『
弐
拾
弐
』
の
記
述
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

し
か
る
に
数
か
月
を
経
過
す
る
も
こ
れ
ら
の
伺
に
対
す
る
回
答
が
得
ら
れ
な
か

っ
た
た
め
、
鵜
殿
出
雲
守
・
曲
淵
甲
斐
守
は
翌
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
四
月
、
再

度
伺
書
を
提
出
し
た
。 

 

「
『
弐
拾
壱
』
他
国
江
掛
候
金
銀
出
入
訴
状
当
時 

 
 
 
 
 
 
 

浮
置
候
分
取
計
方
之
儀
奉
伺
候
書
付 

 
 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

中
国
西
国
百
姓
町
人
江
他
領
之
者

相
掛
候
金
銀
出
入
、
向
後
之
儀
、
双
方

共
和
泉
河
内
摂
津
播
磨
四
ヶ
国
之
者
ニ
候
ハ
ゝ
、
私
共
御
役
所
ニ
而
取
捌
、

余
国
江
掛
り
候
出
入
者
、
訴
訟
人
大
坂
町
人

私
領
之
分
者
寺
社
奉
行
江
致

添
翰
、
御
料
所
之
者
ニ
候
ハ
ゝ
御
勘
定
奉
行
江
添
翰
を
以
差
出
候
様
、
去
戌

八
月
被 

仰
出
、
奉
畏
候
、
右
ニ
付
取
計
方
之
儀
、
先
達
而
相
窺
置
候
ニ
付
、

他
国
江
掛
り
候
金
銀
出
入
願
出
候
分
、
訴
状
留
置
、
追
而
沙
汰
可
仕
旨
申
渡
、

訴
状
浮
置
申
候
、
尤
不
差
急
出
入
も
御
座
候
得
共
、
右
之
内
、
相
手
当
表
江

登
合
候
を
見
掛
願
出
類
も
御
座
候
得
者
、
此
上
捨
置
候
も
如
何
ニ
奉
存
候
間
、

浮
置
候
分
、
願
人
共
呼
出
、
他
国
江
掛
候
金
銀
出
入
取
捌
方
之
儀
ニ
付
、
相

糺
候
儀
有
之
、
当
時
孰
レ
共
難
及
沙
汰
旨
申
渡
、
訴
状
願
人
共
江
差
返
候
様

可
仕
哉
、
又
者
御
下
知
相
済
候
迄
者
其
侭
見
合
罷
在
候
様
可
仕
哉
、
此
段
奉

伺
候
、
以
上 

 
 
 

亥
〔
明
和
四
年
〕
四
月 

鵜
殿
出
雲
守 

曲
淵
甲
斐
守
」 

 

先
の
伺
に
対
す
る
回
答
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
を

「
浮
置
」
、
す
な
わ
ち
保
留
の
状
態
に
し
て
い
る
の
で
早
く
指
示
を
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
大
坂
城
代
を
通
じ
て
老
中
か
ら
の
指
示
が
伝

え
ら
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
同
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

「
『
弐
拾
弐 

明
和
四
丁
亥
年
九
月
廿
日
御
城
代
松
平
和
泉
守
殿
 

 
 
 
 
 
 
 

鵜
殿
出
雲
守
殿
曲
淵
甲
斐
守
殿
江
被
成
御
渡
候
御
書
付
写
』 

先
達
而
被 

仰
出
候
中
国
四
国
西
国
百
姓
町
人
江
私
領
之
者

相
掛
り
候

出
入
取
扱
之
儀
ニ
付
、
去
戌
十
月
書
付
壱
通
被
差
出
、
猶
又
被
相
伺
候
趣
、

江
戸
江
申
上
置
候
処
、
各
被
相
伺
候
書
面
之
趣
、
何
も
御
定
准
例
等
も
有

之
儀
ニ
付
、
委
細
三
奉
行
江
掛
ケ
合
承
合
、
若
其
上
ニ
而
も
難
相
決
儀
も

候
ハ
ゝ
、
其
趣
を
以
猶
又
可
相
伺
旨 

 

（
７
） 

一
右
之
節
一
緒
ニ
被
差
出
候
金
銀
出
入
ニ
付
当
地
御
仕
置
下
知
之
留

遠
国

江
掛
り
候
金
銀
取
引
仕
方
書
共
弐
冊
、
存
寄
書
壱
通
、
是
又
相
伺
候
処
、
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右
従
当
地
余
国
江
掛
り
候
出
入
之
儀
、
大
坂
三
郷
町
内
ニ
不
限
摂
河
播
泉

之
者
よ
り
余
国
江
掛
り
候
都
而
之
出
入
、
先
達
而
被 

仰
付
候
通
相
心
得
、

当
地
ニ
而
者
取
捌
申
間
敷
候
、
且
滞
金
銀
ニ
も
、
三
十
日
限
切
金
ニ
不
相

成
も
有
之
候
間
、
当
時
大
坂
表
ニ
而
取
捌
候
滞
金
銀
出
入
之
名
目
相
認
、

三
奉
行
江
承
合
候
様
可
致
候
、
且
又
右
取
扱
方
不
相
極
ニ
付
浮
置
候
分
、

右
被 

仰
下
候
趣
を
以
可
取
計
候
、
右
之
趣
各
江
申
渡
候
様
、
老
衆

申

来
候
間
、
被
得
其
意
、
三
奉
行
へ
掛
ケ
合
可
有
之
候 

 
 
 
 
 

九
月
」 

 

大
坂
城
代
か
ら
江
戸
の
老
中
へ
伺
っ
た
と
こ
ろ
、「
何
も
御
定
准
例
等
も
有
之
儀

ニ
付
、
委
細
三
奉
行
江
掛
ケ
合
承
合
」
う
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
も

「
御
定
」
す
な
わ
ち
公
事
方
御
定
書
の
規
定
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
「
右

之
節
一
緒
ニ
被
差
出
候
金
銀
出
入
ニ
付
当
地
御
仕
置
下
知
之
留

遠
国
江
掛
り
候

金
銀
取
引
仕
方
書
共
弐
冊
、
存
寄
書
壱
通
」
に
は
、
享
保
以
来
認
め
ら
れ
て
き
た

大
坂
独
自
の
金
銀
出
入
取
捌
法
、
遠
国
金
銀
取
引
の
内
容
が
詳
記
さ
れ
て
い
る

が
、

（
８
） 

そ
れ
ら
を
示
し
つ
つ
遠
国
金
銀
出
入
の
管
轄
権
存
続
を
求
め
て
い
た
大
坂
町

奉
行
に
対
し
、
老
中
か
ら
の
指
示
は
、
明
確
に
こ
れ
を
―
―
最
低
限
の
要
求
で
あ

っ
た
大
坂
三
郷
町
内
か
ら
掛
か
る
分
も
含
め
て
―
―
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
で
「
滞
金
銀
ニ
も
、
三
十
日
限
切
金
ニ
不
相
成
も
有
之
候
間
」
、
す
な
わ
ち

金
銭
債
務
で
あ
っ
て
も
金
公
事
の
扱
い
に
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
大
坂
で

裁
判
し
て
い
る
金
銀
出
入
の
名
目
を
書
上
げ
て
三
奉
行
に
問
合
わ
せ
、
ま
た
現
在

「
浮
置
」
い
て
い
る
訴
訟
は
下
知
通
り
取
計
ら
う
よ
う
に
と
の
指
示
で
あ
る
。 

 

し
か
る
に
大
坂
町
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
・
曲
淵
甲
斐
守
は
同
月
中
に
、
城
代
松
平

和
泉
守
に
対
し
て
左
の
伺
書
を
提
出
し
て
い
る
。 

 

「 

『
見
出
し
』 

 
 

『
弐
拾
三
』
摂
河
播
泉
之
外
余
国
江
掛
り
候
諸
出
入
取
捌 

 
 
 
 
 
 
 

之
儀
ニ
付
猶
亦
奉
伺
候
書
付 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

一
摂
河
播
泉
四
ヶ
国
之
者
と
伏
見
京
都
奈
良
奉
行
支
配
所
之
者
之
内
一
同
ニ

相
手
取
金
銀
出
入
等
ニ
而
、
右
四
ヶ
国
之
者
私
共
御
役
所
江
願
出
候
節
者
、

右
奉
行
々
江
掛
ケ
合
候
上
、
相
手
方
之
者
此
表
江
呼
出
、
一
同
ニ
対
決
申

付
、
裁
許
仕
候
共
、
向
後
者
相
手
方
右
奉
行
支
配
之
者
と
入
交
有
之
分
者
、

寺
社
奉
行
御
勘
定
奉
行
江
願
出
候
様
可
申
渡
哉 

一
他
国
之
者
摂
河
播
泉
之
内
ニ
而
変
死
行
倒
又
者
人
殺
人
勾
引
等
致
候
節
者
、

其
支
配
之
奉
行
或
者
領
主
御
代
官
江
掛
ケ
合
、
変
死
行
倒
人
之
類
者
親
類

身
寄
之
者
呼
出
引
渡
、
尤
右
ニ
付
吟
味
可
相
成
品

右
一
件
之
内
江
他
国

之
も
の
携
候
類
、
都
而
差
延
難
置
分
者
、
先
ツ
一
通
相
糺
、
他
国
之
者
相

交
候
分
者
、
寺
社
奉
行
御
勘
定
奉
行
江
相
渡
可
申
候
哉 

一
摂
河
播
泉
之
内
当
地
住
御
代
官
所
之
者
相
手
取
金
銀
出
入
等
ニ
而
、
右
四

ヶ
国
之
者
私
共
御
役
所
江
願
出
候
節
者
、
右
御
代
官
江
願
出
候
様
申
渡
候

仕
来
御
座
候
得
共
、
以
来
者
相
手
方
私
共
御
役
所
江
呼
出
、
対
決
申
付
、

裁
許
可
仕
哉 

但
、
右
四
ヶ
国
之
内
ニ
而
も
、
御
料
所
ニ
而
双
方
共
同
御
代
官
所
之
者
、


私
領
者
一
ト
地
頭
之
者
同
士
之
出
入
者
、
是
迄
之
通
御
代
官
地
頭
表

ニ
而
之
取
計
と
相
心
得
罷
在
候 
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一
他
国
之
者
当
表
江
罷
出
逗
留
中
、
摂
河
播
泉
之
者
と
金
銀
諸
色
等
取
引
之

儀
ニ
付
、
他
国
之
者
工
ミ
筋
有
之
、
金
銀
諸
色
等
取
込
、
国
許
江
出
立
仕

候
類
毎
度
有
之
、
右
之
者
相
手
取
訴
出
候
節
、
手
延
ニ
難
成
儀
御
座
候

ハ
ゝ
、
相
手
方
御
料
私
領
所
者
勿
論
、
縦
令
奉
行
有
之
国
々
ニ
而
も
、
双

方
共
私
共
御
役
所
江
呼
出
、
一
通
り
様
子
相
糺
、
寺
社
奉
行
御
勘
定
奉
行

江
引
渡
可
申
哉 

但
、
右
四
ヶ
条
之
趣
者
、
先
達
而
差
上
候
伺
書
之
内
ニ
御
座
候
得
共
、

此
儀
ニ
付
分
而
御
下
知
無
御
座
候
間
、
以
来
之
義
猶
又
奉
伺
候 

 
 

『
松
平
和
泉
守
殿 

 
 
 

御
附
紙
』 

 
 
 
 

是
迄
之
四
ヶ
条
、
三
奉
行
江
掛
ケ
合
可
被
申
候 

一
摂
河
播
泉
之
者
同
士
出
入
吟
味
之
内
、
引
合
等
ニ
而
、
京
都
奈
良
伏
見
者

勿
論
、
其
外
他
国
之
者
携
候
而
、
呼
出
相
尋
不
申
候
而
者
難
相
分
儀
御
座

候
節
者
、
唯
今
迄
之
通
、
他
国
之
者
ニ
而
も
呼
出
、
吟
味
可
仕
候
哉 

 
 

『
御
附
紙
』 

 
 
 
 

是
迄
之
通
可
被
相
心
得
候 

一
伏
見
京
都
奈
良
奉
行
支
配
所
之
者
共
と
摂
河
播
泉
之
者
と
入
交
候
諸
出
入

ニ
付
、
右
奉
行
々
と
四
ヶ
国
之
者
呼
出
之
義
申
来
候
節
者
、
是
迄
之
通
差

遣
可
申
哉 

 
 

『
御
附
紙
』 

 
 
 
 

是
迄
之
通
可
被
相
心
得
候 

一
泉
州
之
儀
、
山
論
地
論
水
論
者
私
共
御
役
所
ニ
而
取
計
、
其
余
者
都
而
之

出
入
泉
州
一
ヶ
国
之
義
者
堺
奉
行
取
捌
仕
候
ニ
付
、
大
坂
三
郷
町
内

摂

河
播
之
者
共

泉
州
之
者
相
手
取
候
諸
出
入
者
、
堺
奉
行
江
相
願
候
様
申

渡
、
書
付
差
返
来
候
得
共
、
四
ヶ
国
之
内
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
摂
河
播
之

者
と
泉
州
之
者
入
交
候
諸
出
入
者
、
訴
訟
方
相
手
方
無
差
別
、
私
共
御
役

所
江
呼
出
、
吟
味
之
上
裁
許
可
仕
候
哉
、
右
伺
之
通
御
差
図
も
御
座
候

ハ
ゝ
、
其
段
堺
奉
行
江
被
仰
渡
候
様
仕
度
奉
存
候 

 
 
 
 

但
、
右
三
ヶ
条
者
、
此
度
当
表
取
捌
方
相
改
候
ニ
付
申
上
候 

 
 

『
御
附
紙
』 

 
 
 
 

此
義
、
追
而
可
申
達
候 

 
 

右
之
通
奉
伺
候
、
以
上 

 
 
 
 

亥
九
月 

 
 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守
」 

 

前
四
条
は
同
趣
旨
の
も
の
が
『
弐
拾
』
に
も
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
第
二
条
後

段
と
第
四
条
は
、
『
弐
拾
』
で
は
従
来
通
り
大
坂
町
奉
行
の
取
計
で
よ
い
か
と
い
う

形
で
伺
っ
て
い
た
の
が
、
『
弐
拾
三
』
で
は
寺
社
奉
行
又
は
勘
定
奉
行
へ
差
出
す
べ

き
か
と
い
う
伺
に
変
わ
っ
て
お
り
、
大
坂
町
奉
行
の
姿
勢
が
若
干
軟
化
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
四
か
条
に
つ
い
て
の
城
代
松
平
和
泉
守
の
指
示
は
、
『
弐

拾
弐
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
三
奉
行
に
直
接
掛
合
う
よ
う
に
と
い
う

も
の
で
あ
る
。 

 

後
三
条
は
新
た
な
内
容
の
伺
で
あ
る
が
、
和
泉
守
の
附
札
は
遠
国
金
銀
出
入
の

管
轄
問
題
に
直
接
関
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
二
か
条
に
つ
い
て
大
坂
町
奉
行
の
取

扱
を
従
来
通
り
認
め
、
堺
奉
行
と
の
関
係
で
従
来
の
取
扱
の
変
更
を
求
め
た
一
か
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条
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
指
示
す
る
と
し
て
い
る
。
従
来
堺
奉
行
の
管
轄
と
さ
れ

て
い
た
「
摂
河
播
之
者
と
泉
州
之
者
入
交
候
諸
出
入
」
に
つ
い
て
、
大
坂
町
奉
行

の
管
轄
に
変
更
し
た
い
と
い
う
の
が
伺
の
趣
旨
で
あ
る
が
、「
四
ヶ
国
之
内
之
儀
ニ

御
座
候
間
」
と
大
坂
町
奉
行
の
支
配
国
内
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
自
ら
の
権

限
強
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

大
坂
町
奉
行
は
城
代
の
指
示
に
従
っ
て
、
江
戸
の
三
奉
行
に
対
し
問
合
を
し
た
。 

 

「
『
弐
拾
四
』 

以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
中
国
四
国
西
国
百
姓
町
人
と
摂
河
播
泉
百
姓
町

人
金
銀
出
入
有
之
、
何
レ

願
出
候
と
も
、
御
料
私
領
之
無
差
別
、
私
共

御
役
所
ニ
而
取
捌
来
候
処
、
双
方
共
ニ
和
泉
河
内
摂
津
播
磨
四
ヶ
国
之
者

ニ
候
ハ
ゝ
、
私
共
御
役
所
ニ
而
取
捌
、
余
国
江
掛
り
候
出
入
者
、
訴
訟
人

大
坂
町
人

私
領
之
分
者
寺
社
奉
行
、
御
料
之
者
ニ
候
ハ
ゝ
御
勘
定
奉
行

江
、
添
簡
を
以
差
出
候
様
被
仰
越
候
旨
、
去
戌
八
月
松
平
和
泉
守
殿
被
仰

聞
候
ニ
付
、
猶
又
取
捌
方
之
儀
、
ヶ
条
書
を
以
相
伺
候
処
、
書
面
之
趣
何

も
御
定
准
例
等
も
有
之
儀
ニ
付
、
委
細
各
様
江
御
聞
合
、
若
其
上
ニ
而
も

難
相
決
義
も
候
ハ
ゝ
、
其
趣
を
以
可
相
伺
旨
、
御
下
知
被
仰
越
候
段
、
此

節
和
泉
守
殿
被
仰
聞
候
ニ
付
、
則
右
ヶ
条
書
之
内
、
御
問
合
申
候
趣
書
抜
、

別
紙
書
付
壱
通
進
達
仕
候 

一
当
表
仕
来
之
儀
ニ
付
、
別
紙
二
ヶ
条
之
趣
も
先
達
而
前
文
一
所
ニ
相
伺
候

処
、
何
も
御
定
准
例
等
も
有
之
儀
ニ
付
、
委
細
各
様
ニ
御
聞
合
申
候
様
、

此
度
被
仰
越
候
得
共
、
余
国
江
懸
り
候
金
銀
出
入
ニ
者
無
之
仕
来
之
儀
相

伺
候
事
ニ
付
、
別
段
ニ
書
抜
、
書
付
壱
通
進
達
仕
候 

一
同
仕
来
之
内
之
儀
ニ
付
御
問
合
申
度
、
別
紙
書
付
壱
通
進
達
仕
候 

一
支
配
人
取
引
之
儀
ニ
付
御
問
合
申
度
、
是
又
別
紙
書
付
壱
通
進
達
仕
候
間
、

其
御
地
御
取
捌
之
趣
、
右
四
口
共
御
附
紙
を
以
被
仰
聞
可
被
下
候
、
右
等

之
類
為
可
得
貴
意
義
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上 

 
 
 
 

閏
九
月 

 

曲
淵
甲
斐
守
印 

 
 

鵜
殿
出
雲
守
印 

 
 
 
 
 

三
奉
行
宛 

追
啓
、
滞
金
銀
ニ
も
三
十
日
限
切
金
ニ
不
相
成
も
有
之
候
間
、
当
時
当
表

ニ
而
取
捌
候
滞
金
銀
出
入
之
名
目
相
認
各
様
江
御
問
合
申
候
様
、
是
亦
此

節
御
下
知
之
内
ニ
御
座
候
、
此
義
者
先
達
而
得
貴
意
候
儀
ニ
付
、
猶
亦
此

上
相
残
候
義
も
御
座
候
ハ
ゝ
、
追
々
可
得
貴
意
候
、
已
上
」 

 

「 
 
 
 

『
見
出
し
』 

 
 

『
弐
拾
五
』 

初
ヶ
条
御
問
合
書 

一
私
共
支
配
国
之
者

同
支
配
之
者

伏
見
京
都
堺
奈
良
奉
行
支
配
所
之
者

一
同
ニ
相
手
取
金
銀
出
入
等
ニ
而
、
私
共
御
役
所
へ
願
出
候
節
者
、
右
奉

行
々
へ
掛
ケ
合
候
上
、
相
手
方
之
者
此
表
へ
呼
出
、
一
同
ニ
対
決
申
付
、

裁
許
仕
候
得
共
、
向
後
ハ
相
手
方
右
奉
行
支
配
之
者
と
入
交
有
之
分
ハ
、

寺
社
奉
行
亦
者
御
勘
定
奉
行
等
へ
願
出
候
様
可
申
渡
哉 

『
此
儀
、
享
保
七
寅
年
北
条
安
房
守
鈴
木
飛
騨
守
当
表
町
奉
行
勤
役
之
節
、

国
分
ケ
之
儀
御
下
知
有
之
候
処
、
京
都
所
司
代
松
平
伊
賀
守
殿

も
御

達
有
之
、
五
畿
内
近
江
丹
波
播
磨
八
ヶ
国
を
京
都
大
坂
江
四
ヶ
国
宛
ニ

分
取
捌
可
申
候
、
猶
亦
町
奉
行
可
申
合
旨
被
仰
越
候
ニ
付
、
則
安
房
守
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出
京
之
上
、
彼
地
町
奉
行
諏
訪
肥
後
守
阿
部
豊
前
守
江
万
端
承
合
候
上
、

摂
河
泉
播
之
者

京
都
支
配
四
ヶ
国
之
者
相
手
取
願
出
候
節
ハ
、
彼
地

へ
願
出
候
様
申
渡
、
彼
地
支
配
国
之
者

此
方
支
配
国
之
者
相
手
取
候

出
入
者
、
当
表
へ
願
出
候
様
可
申
渡
旨
、
申
合
置
、
其
以
来
右
之
通
取

計
来
申
候
、
尤
此
儀
者
、
先
達
而
相
窺
候
節
者
不
申
上
候
得
共
、
為
御

見
合
得
貴
意
候
』 

一
他
国
之
者
私
共
支
配
国
之
内
ニ
而
変
死
行
倒
又
者
人
殺
人
勾
引
等
い
た
し

候
節
者
、
其
支
配
之
奉
行
或
者
領
主
御
代
官
等
へ
懸
ケ
合
候
上
、
吟
味
仕
、

変
死
行
倒
人
等
之
類
者
親
類
身
寄
之
者
呼
出
引
渡
遣
、
其
外
人
殺
人
勾
引

之
類
ニ
而
、
私
共
支
配
国
之
者
と
一
統
ニ
吟
味
掛
り
候
分
者
、
一
件
御
仕

置
之
儀
も
、
私
共

相
窺
候
上
、
落
着
申
渡
候
儀
ニ
御
座
候
ニ
付
、
金
銀

出
入
之
外
、
右
躰
之
類
者
、
他
国
江
掛
ケ
合
候
儀
も
、
是
迄
之
通
ニ
取
計

候
心
得
ニ
罷
在
候 

一
私
共
支
配
国
之
内
、
当
地
住
御
代
官
所
之
者
相
手
取
金
銀
出
入
等
ニ
而
、

支
配
国
之
者

私
共
御
役
所
へ
願
出
候
節
者
、
右
御
代
官
所
へ
願
出
候
様

申
渡
候
仕
来
り
ニ
御
座
候
得
共
、
此
度
御
下
知
之
通
ニ
取
計
、
以
来
者
相

手
方
私
共
御
役
所
へ
呼
出
、
対
決
申
付
、
裁
許
可
仕
哉 

但
、
私
共
支
配
国
之
内
ニ
而
も
、
御
料
私
領
共
一
ト
地
頭
之
者
同
士
之

出
入
者
、
是
迄
之
通
、
地
頭
表
ニ
而
之
取
計
ニ
仕
置
可
申
哉 

一
他
国
之
者
当
表
へ
罷
出
逗
留
中
、
私
共
支
配
国
之
者
と
金
銀
諸
色
等
取
引

之
儀
ニ
付
、
他
国
之
者
工
ミ
之
筋
有
之
、
金
銀
諸
色
等
取
込
、
国
元
へ
出

立
仕
候
類
有
之
、
右
之
者
相
手
取
支
配
国
之
者
訴
出
候
節
、
手
延
ニ
難
成

儀
御
座
候
節
者
、
相
手
方
御
料
私
領
所
者
勿
論
、
縦
令
奉
行
有
之
国
々
ニ

而
も
、
双
方
共
私
共
御
役
所
へ
呼
出
し
、
一
通
り
様
子
相
尋
、
其
上
ニ
而

其
支
配
々
へ
懸
ケ
合
候
上
、
吟
味
次
第
ニ
落
着
申
渡
候
儀
、
前
々

之
仕

来
り
御
座
候
間
、
右
等
之
類
差
掛
り
候
儀
者
、
是
迄
之
通
ニ
取
計
可
申
哉 

 
 
 

『
見
出
し
』 

 
 
 
 
 

二
ヶ
条
目
御
問
合
書 

一
播
州
之
儀
者
、
相
隔
候
場
所
ニ
御
座
候
間
、
摂
河
両
国
と
違
、
変
死
行
倒

人
殺
人
勾
引
盗
賊
等
之
類
、
領
主
切
ニ
而
取
捌
候
哉
、
右
躰
之
儀
、
私
領

村
々

私
共
御
役
所
へ
訴
出
候
儀
無
御
座
、
右
之
外
ニ
も
摂
河
取
扱
ニ
振

レ
候
儀
も
御
座
候
、
尤
依
領
主
ニ
、
変
死

盗
賊
抔
役
人
申
出
候
儀
も
御

座
候
得
共
、
里
数
隔
り
候
場
所
も
有
之
候
条
、
都
而
摂
河
取
扱
同
様
ニ
仕

候
而
者
、
品
ニ
寄
差
掛
り
候
儀
等
ハ
差
支
ニ
相
成
候
義
も
可
有
御
座
候
間
、

公
事
出
入
之
外
者
、
地
頭
役
人

申
出
候
分
者
取
扱
、
其
余
者
是
迄
仕
来

之
通
ニ
相
心
得
可
申
哉 

『
右
願
人
奉
行
有
之
国
々
之
者
ニ
候
得
者
、
支
配
之
奉
行
へ
相
断
候
上
願

出
候
様
申
渡
候
儀
、
是
又
前
々

之
仕
来
ニ
御
座
候
』 

一
私
共
支
配
国
之
内
、
摂
河
両
国
在
々
ニ
而
変
死
行
倒
死
御
座
候
節
者
、
一

ト
地
頭
切
之
者
ニ
而
も
、
御
代
官
手
代
領
主
役
人
等
検
使
ニ
罷
越
遂
見
分
、

其
上
ニ
而
私
共
御
役
所
へ
一
件
召
連
出
、
見
分
書

掛
ケ
合
之
口
書
等
差

出
、
差
図
を
請
、
死
骸
片
付
等
申
渡
候
儀
、
前
々

之
仕
来
り
ニ
御
座
候

処
、
摂
州
之
内
も
尼
崎
高
槻
三
田
麻
田
等
之
私
領
者
、
変
死
行
倒
死
等
之

類
、
一
ト
領
主
切
之
者
ニ
而
他
領
へ
不
抱
分
者
、
前
々

之
仕
来
り
ニ
而
、
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私
共
御
役
所
へ
不
訴
出
も
有
之
、
又
者
変
死
之
品
ニ
寄
、
地
頭
役
人
訴
出

候
儀
も
御
座
候
而
、
一
事
両
様
之
儀
も
御
座
候
得
共
、
右
等
之
類
者
先
規


之
仕
来
ニ
御
座
候
間
、
是
迄
之
通
相
心
得
可
罷
在
哉 

 
 
 

『
見
出
し
』 

 
 
 
 
 

三
ヶ
条
目
御
問
合
書 

一
摂
河
播
泉
四
ヶ
国
之
内
御
料
私
領
之
者
諸
願
諸
出
入
共
、
書
付
ニ
庄
屋
年

寄
等
奧
印
有
之
候
得
者
取
上
、
吟
味
之
上
裁
許
仕
候
仕
来
ニ
御
座
候
、
其

御
地
ニ
而
者
、
都
而
御
料
私
領
共
、
添
翰
又
者
添
文
等
無
之
分
者
願
御
取

上
無
御
座
候
哉
、
御
取
捌
之
趣
御
聞
合
申
候 

 
 
 

『
見
出
し
』 

 
 
 
 
 

四
ヶ
条
目
御
問
合
書 

一
遠
国
之
者
、
大
坂
町
内
者
勿
論
、
摂
河
播
泉
之
内
ニ
出
店
を
構
、
支
配
人

を
付
、
右
支
配
人
名
前
を
以
金
銀
等
取
引
仕
、

出
店
と
申
名
前
不
差
出
、

商
物
取
計
、
支
配
頼
置
候
之
者
数
多
御
座
候
、
右
出
店
支
配
人

商
物
取

計
支
配
人
を
相
手
取
、
当
地
之
も
の
よ
り
金
銀
出
入
願
出
候
節
、
致
支
配

居
候
段
無
相
違
上
者
、
本
主
遠
国
之
者
之
儀
ニ
付
、
当
表
ニ
而
者
不
取
捌
、

其
御
地
へ
願
出
候
様
申
渡
候
筋
ニ
御
座
候
哉
、

右
出
店
之
も
の

外
町

人
江
売
懸
ケ
等
之
願
間
々
有
之
候
、
右
之
類
も
同
様
ニ
可
申
渡
哉
、
併
支

配
人
名
前
を
以
取
引
仕
候
上
者
、
右
支
配
人
を
本
主
ニ
相
立
候
筋
も
可
有

御
座
哉
、
右
之
内
ニ
者
、
当
表
ニ
而
家
屋
敷
所
持
い
た
し
、
支
配
人
名
前

を
以
町
役
等
之
儀
も
居
町
人
同
様
ニ
相
勤
来
候
も
有
之
、
又
者
出
店
か
し

家
ニ
候
而
も
、
町
役
等
相
勤
候
儀
者
同
様
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
都
而
支
配

人
名
前
ニ
而
取
引
之
儀
ハ
、
其
儘
当
表
ニ
而
取
捌
候
筋
ニ
も
御
座
候
哉
、

既
此
節
当
表
之
も
の
商
物
支
配
人
を
相
手
取
願
出
候
も
の
有
之
候
付
、
為

御
見
合
、
右
預
り
銀
証
文
写
左
ニ
相
認
掛
御
目
、
御
問
合
申
候 

 
 
 
 
 

預
り
申
銀
子
之
事 

 
 

一
銀
弐
貫
百
六
拾
五
匁
也 

右
之
銀
子
預
り
申
所
実
正
也
、
何
時
成
共
其
元
入
用
次
第
、
此
手
形
を
以

急
度
相
渡
可
申
候
、
為
後
日
依
而
如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土
州
虎
屋
七
之
丞
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
地
支
配
人 

 
 
 
 

明
和
弐
年
酉
二
月 

早
屋
吉
兵
衛
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊
嶋
屋
次
兵
衛
殿 

前
書
之
銀
子
、
壱
貫
目
ニ
付
一
ヶ
月
ニ
拾
五
匁
宛
利
足
加
へ
、
元
利
共
当

五
月
晦
日
ニ
返
済
可
仕
候
、
万
一
其
元
急
入
用
之
儀
有
之
候
ハ
ゝ
、
右
切

月
ニ
不
構
、
御
勝
手
次
第
返
弁
可
仕
候
、
為
其
奥
書
仍
而
如
件
」 

 

ま
た
一
一
月
に
は
、
次
の
問
合
を
追
加
し
て
い
る
。 

 

「
『
弐
拾
六
』 

以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
伏
見
京
都
奈
良
奉
行
支
配
国
之
者

摂
河
播
之

者
相
手
取
都
而
之
出
入

泉
州
之
者
者
地
方
ニ
附
候
出
入
等
ニ
而
相
手
取
、

私
共
御
役
所
江
願
出
候
節
、
是
迄
者
裁
許
仕
候
得
共
、
摂
河
播
泉
四
ヶ
国

同
士
之
者
ニ
候
得
者
私
共
御
役
所
ニ
而
取
捌
、
余
国
へ
掛
り
候
出
入
者
其

御
地
へ
相
願
候
様
可
申
渡
旨
、
御
下
知
有
之
、
右
ニ
付
、
先
達
而
当
表
取

捌
方
之
儀
ニ
付
、
ヶ
条
書
を
以
御
問
合
申
置
候
処
、
此
節
和
州
之
者

当
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表
之
者
相
手
取
願
有
之
候
、
右
之
類
も
私
共
支
配
国
同
士
之
者
ニ
者
無
之

ニ
付
、
願
不
取
上
筋
ニ
御
座
候
哉
、
又
者
願
人
他
国
之
者
ニ
候
共
、
当
地

之
者
江
掛
り
候
出
入
者
、
当
表
ニ
而
取
捌
候
事
ニ
候
哉
、
京
都
町
奉
行
へ

者
先
年
申
合
も
有
之
候
故
、
先
達
而
御
問
合
申
候
初
ヶ
条
朱
書
ニ
其
段
得

貴
意
候
得
共
、
御
見
合
迄
ニ
認
置
候
儀
ニ
付
、
分
而
貴
報
者
御
座
有
間
敷

哉
と
奉
存
候
、
此
度
和
州
之
者

当
表
之
者
計
相
手
取
願
出
候
間
、
右
猶

又
御
問
合
申
候
、
尤
先
達
而
御
問
合
申
置
候
訴
状
共
口
々
未
浮
置
候
間
、

御
用
多
ニ
者
可
被
成
御
座
候
得
共
、
否
御
一
所
ニ
貴
報
被
仰
聞
候
様
仕
度

候
、
右
為
可
得
貴
意
如
斯
御
座
候
、
以
上 

 
 
 
 

十
一
月
五
日 

曲
淵
甲
斐
守
印 

 
 

 
 
 

鵜
殿
出
雲
守
印 

 
 
 
 
 
 

土
井
大
炊
頭
様
〔
寺
社
奉
行
〕 

 
 
 
 
 
 

久
世
出
雲
守
様
〔
寺
社
奉
行
〕 

 
 
 
 
 
 

松
平
伊
賀
守
様
〔
寺
社
奉
行
〕 

 
 
 
 
 
 

土
岐
美
濃
守
様
〔
寺
社
奉
行
〕 

 
 
 
 
 
 

依
田
豊
前
守
様
〔
町
奉
行
〕 

 
 
 
 
 
 

土
屋
越
前
守
様
〔
町
奉
行
〕 

 
 
 
 
 
 

安
藤
弾
正
少
弼
様
〔
勘
定
奉
行
〕 

 
 
 
 
 
 

牧
野
大
隅
守
様
〔
勘
定
奉
行
〕 

 
 

右
書
状
之
写
御
城
代
松
平
和
泉
守
殿
へ
差
上
候
事
」 

 

こ
れ
に
対
し
て
三
奉
行
か
ら
は
次
の
よ
う
な
挨
拶
が
あ
っ
た
。 

「
『
弐
拾
七
』 

当
月
五
日
之
御
切
紙
令
拝
見
候
、
然
者
伏
見
京
都
奈
良
奉
行
支
配
国
之
者

摂

河
播
之
者
相
手
取
都
而
之
出
入

泉
州
之
者
者
地
方
ニ
附
候
出
入
等
ニ
而
相
手

取
、
其
御
役
所
へ
願
出
候
節
、
是
迄
者
裁
許
有
之
候
得
共
、
摂
河
播
泉
四
ヶ
国

同
士
之
も
の
ニ
候
得
者
其
御
役
所
ニ
而
御
取
捌
、
余
国
へ
掛
り
候
出
入
者
御
当

地
へ
相
願
候
様
可
被
御
申
渡
旨
御
下
知
有
之
、
右
ニ
付
、
先
達
而
其
表
取
捌
方

之
儀
、
ヶ
条
書
を
以
御
問
合
之
処
、
此
節
和
州
之
も
の

其
表
之
者
相
手
取
願

有
之
、
右
之
類
も
支
配
国
同
士
之
者
ニ
も
無
之
間
、
無
取
上
筋
ニ
候
哉
、
又
者

願
人
他
国
之
も
の
ニ
候
共
、
其
表
之
も
の
江
掛
り
候
出
入
者
、
御
取
捌
可
有
之

哉
、
京
都
町
奉
行
へ
者
先
年
申
合
も
有
之
候
故
、
先
達
而
御
問
合
之
初
ヶ
条
朱

書
ニ
御
申
越
候
得
共
、
見
合
迄
之
儀
ニ
付
、
分
而
御
報
ニ
ハ
及
間
敷
哉
、
此
度

和
州
之
者
江
者
其
表
之
者
計
相
手
取
願
出
候
間
、
猶
又
御
問
合
之
由
、
尤
先
達

而
御
問
合
置
候
訴
状
共
口
々
い
ま
た
被
浮
置
候
間
、
否
一
所
ニ
可
申
達
由
、
御

紙
面
之
趣
令
承
知
候
、
豊
前
守
越
前
守
病
気
ニ
而
、
去
月
下
旬

評
儀
相
延
罷

在
、
此
節
豊
前
守
出
勤
ニ
付
、
先
達
而
御
問
合
之
趣
委
細
令
評
儀
候
得
共
、
一

座
評
儀
之
趣
計
ニ
而
申
達
候
筋
ニ
無
之
候
間
、
伺
之
上
、
御
差
図
有
之
次
第
、

委
細
可
申
達
候
、
右
之
通
ニ
而
及
延
引
候
訳
、
先
及
御
報
置
候
、
以
上 

 
 
 

十
一
月
廿
六
日 

牧
野
大
隅
守
印 

 
 

安
藤
弾
正
少
弼
印 

土
屋
越
前
守
印 

依
田
豊
前
守
印 

土
岐
美
濃
守
印 

松
平
伊
賀
守
印 
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久
世
出
雲
守
印 

土
井
大
炊
頭
印 

鵜
殿
出
雲
守
様 

曲
淵
甲
斐
守
様
」 

 

評
定
所
一
座
の
評
議
だ
け
で
指
示
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
（
老
中

に
）
伺
の
上
、
差
図
が
あ
り
次
第
回
答
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
結
局
こ
の
大
坂

町
奉
行
か
ら
の
問
合
に
対
す
る
挨
拶
は
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
時
日
は
徒
ら
に
過

ぎ
て
い
っ
た
。 

 

明
和
三
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
大
坂
町
奉
行
所
が
有
し
て
い
た
遠
国

金
銀
出
入
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権
は
た
し
か
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
坂

町
奉
行
は
そ
の
こ
と
を
表
面
的
に
は
受
け
入
れ
つ
つ
、
複
雑
な
ケ
ー
ス
や
微
細
に

わ
た
る
問
題
を
取
上
げ
て
江
戸
に
指
示
を
仰
ぎ
、
裁
判
管
轄
権
の
維
持
を
極
力
実

質
的
に
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
、
問
合
に
対
す
る

挨
拶
が
来
る
ま
で
は
従
来
通
り
取
扱
う
か
、
あ
る
い
は
受
理
し
た
事
件
の
手
続
進

行
を
止
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
改
正
の
趣
旨
に
沿
っ
て
事
案
を
江
戸
へ
移
送
す
る

こ
と
は
全
く
せ
ず
、
い
わ
ば
時
間
稼
ぎ
を
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。 

 

二 

金
銀
出
入
の
取
捌
手
続 

 

こ
の
よ
う
に
、
明
和
三
年
の
改
正
に
よ
り
遠
国
金
銀
出
入
に
関
す
る
裁
判
管
轄

権
が
否
定
さ
れ
て
か
ら
も
、
大
坂
町
奉
行
・
大
坂
城
代
と
江
戸
の
老
中
・
三
奉
行

の
間
で
上
記
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
た
一
方
で
、
大
坂
町
奉
行
所
で

裁
判
さ
れ
る
金
銀
出
入
の
取
捌
手
続
に
つ
い
て
も
、
江
戸
法
に
倣
っ
た
改
正
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ば
改
正
の
第
二
段
階
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
も
や
は
り
大
坂
と
江
戸
の
間
で
数
次
に
わ
た
る
折
衝
が
あ
り
、
大
坂
町
奉
行
は

簡
単
に
こ
の
改
正
を
受
入
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
「
懸
合
一
件
留
」
に
は
、 

 

「
貸
金
銀
出
入
切
金
済
方
御
下
知

右
ニ
付 

 
 

三
御
奉
行
と
御
掛
ケ
合
致
決
着
候
迄
大
坂 

 
 

御
仕
来
之
通
御
取
計
候
御
下
知
留 

 
 
 
 

明
和
三
戌
年
五
月

」 

と
記
し
た
中
扉
が
あ
り
、
以
下
の
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
『
弐
拾
八
』 

於
其
地
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
貸
銀
滞
訴
出
候
得
者
、
銀
高
ニ
応
し
日

限
済
方
申
付
、
日
限
ニ
不
相
済
候
得
者
、
手
鎖
之
上
、
身
上
限
訴
訟
人
江

為
相
渡
、
尤
先
訴
請
居
候
者
を
相
手
取
、
又
々
外

願
出
候
而
も
、
先
訴

不
相
済
内
者
後
訴
取
上
不
申
、
同
日
ニ
願
出
候
得
者
、
幾
口
ニ
而
も
為
請
、

身
躰
限
申
付
候
節
、
銀
高
ニ
応
し
諸
色
配
分
為
致
候
仕
来
ニ
候
由
、
都
而

先
訴
有
之
者
相
手
取
願
出
候
得
者
、
先
訴
相
済
候
段
承
届
候
上
可
願
出
旨

申
渡
、
先
訴
相
済
候
次
之
公
事
訴
訟
日
ニ
願
出
候
得
者
、
訴
状
為
請
候
儀

ニ
而
、
先
訴
相
済
候
段
願
人
共

承
合
、
新
ニ
願
直
候
由
、
其
地
之
も
の

と
も
ハ
、
先
訴
相
済
候
之
段
承
合
、
次
之
公
事
訴
訟
日
ニ
可
訴
出
候
得
共
、

当
地
之
も
の
と
も
、
或
其
地
之
寺
院
ニ
而
も
評
定
所
一
座
裏
印
相
願
候
分

ハ
、
其
地
ニ
而
先
訴
相
済
候
段
承
候
上
訴
出
、
一
座
裏
判
目
安
を
以
其
地

江
持
参
候
故
、
日
数
相
掛
り
、
口
々
借
銀
請
居
候
も
の
ニ
而
、
其
地
町
家
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之
訴
訟
人
多
候
得
者
、
一
座
裏
判
之
方
ハ
何
ヶ
度
も
後
訴
ニ
相
成
、
貸
方

之
者
致
難
儀
候
事
候
得
者
、
以
来
者
当
地
ニ
而
貸
金
銀
取
計
方
之
通
、
借

用
高
ニ
不
拘
三
十
日
限
済
方
申
渡
、
右
日
限
不
相
済
候
得
者
、
高
ニ
応
し

切
金
ニ
申
付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
も
右
之
通
取
計
候
而
も
差

支
有
之
間
敷
哉
、
町
奉
行
共
江
も
存
寄
被
相
尋
、
差
支
有
無
共
其
訳
委
細

ニ
可
被
申
越
候
、
以
上 

 
 

右
之
通
、
老
衆

申
来
候 

 
 
 
 

五
月 

 
 

右
御
書
付
、
明
和
三
丙
戌
年
五
月
十
日
松
平
和
泉
守
殿
御
渡
有
之
事
」 

 

金
銀
出
入
の
取
捌
手
続
に
関
し
て
、
江
戸
と
大
坂
で
は
顕
著
な
違
い
が
あ
っ

た
。

（
９
） 

江
戸
の
債
務
弁
済
手
続
は
切
金
す
な
わ
ち
長
期
分
割
弁
済
が
認
め
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
大
坂
で
は
原
則
と
し
て
切
金
弁
済
を
認
め
ず
、
債
務
を
弁
済
し
な
い

場
合
に
は
、
一
定
の
猶
予
期
間
は
与
え
る
も
の
の
、
速
や
か
に
身
代
限
を
執
行
し
、

江
戸
に
比
べ
て
債
権
回
収
が
は
る
か
に
迅
速
確
実
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
切
金
弁
済

制
の
有
無
が
江
戸
法
と
大
坂
法
の
も
っ
と
も
重
要
な
相
違
点
で
あ
り
、
前
掲
中
扉

の
表
題
が
今
回
の
改
正
を
「
貸
金
銀
出
入
切
金
済
方
御
下
知
」
と
称
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
窺
わ
れ
る
。

（

） 

ま
た
、
大
坂
で
は
先
訴
後
訴
を
区
別
し
て
先

訴
が
終
了
す
る
ま
で
後
訴
を
受
理
し
な
い
が
、
江
戸
で
は
先
訴
後
訴
の
差
別
な
く

何
口
で
も
受
理
す
る
。
右
の
書
付
は
、
大
坂
町
奉
行
所
に
お
け
る
先
訴
後
訴
制

（
先
訴
優
先
制
）
が
江
戸
の
債
権
者
や
評
定
所
一
座
裏
印
を
必
要
と
す
る
大
坂
の
寺

院
に
と
っ
て
不
都
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
坂
の
金
銀
出
入
取
捌
法
を
江
戸
法
に

従
っ
て
改
め
る
こ
と
の
可
否
を
老
中
か
ら
尋
ね
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

 

大
坂
町
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
・
曲
淵
甲
斐
守
は
こ
れ
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
回
答

を
し
た
。 

 

「 
 
 

見
出
し 

 
 

『
弐
拾
九
』
当
表
金
銀
出
入
済
方
切
金
ニ
申
付
差
支
之
儀 

 
 
 
 
 
 
 

無
之
哉
之
旨
御
尋
ニ
付
申
上
候
書
付 

 
 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

於
当
表
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
貸
銀
滞
訴
出
候
得
者
、
銀
高
ニ
応
シ
日

切
済
方
申
付
、
日
切
ニ
不
相
済
候
得
者
、
手
鎖
之
上
身
躰
限
り
訴
訟
人
江

為
相
渡
、
尤
先
訴
請
居
候
も
の
を
相
手
取
、
亦
々
外

願
出
候
而
も
、
先

訴
不
相
済
内
者
後
訴
取
上
不
申
、
同
日
ニ
願
出
候
得
者
、
幾
口
ニ
而
も
為

請
、
身
躰
限
申
付
候
節
、
銀
高
ニ
応
シ
諸
色
配
分
致
さ
セ
候
仕
来
ニ
御
座

候
、
都
而
先
訴
有
之
者
相
手
取
願
出
候
得
者
、
先
訴
相
済
候
段
承
届
候
上

可
願
出
旨
申
渡
、
先
訴
相
済
候
次
之
公
事
訴
訟
日
ニ
願
出
候
得
者
、
訴
状

為
請
候
儀
ニ
而
、
先
訴
相
済
候
段
願
人
共

承
合
、
新
ニ
願
直
候
、
此
儀
、

当
表
之
者
共
者
、
先
訴
相
済
候
段
承
合
、
次
之
公
事
訴
訟
日
ニ
可
訴
出
候

得
と
も
、
其
御
地
之
者
共
、
或
当
表
之
寺
院
ニ
而
も
評
定
所
一
座
裏
判
相

願
候
分
者
、
当
表
ニ
而
先
訴
相
済
候
段
承
候
上
訴
出
、
一
座
裏
判
目
安
を

以
当
表
江
持
参
候
故
、
日
数
相
掛
り
、
口
々
借
銀
請
居
候
も
の
ニ
而
、
当

表
町
家
之
訴
訟
人
多
候
得
者
、
一
座
裏
判
之
方
者
何
ヶ
度
も
後
訴
ニ
相
成
、

貸
方
之
者
致
難
儀
候
事
ニ
候
得
者
、
以
来
者
其
御
地
ニ
而
貸
金
銀
取
計
方

之
通
、
借
用
高
ニ
不
拘
三
十
日
限
済
方
申
渡
、
右
日
限
不
相
済
候
得
者
、
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高
ニ
応
シ
切
金
申
付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
も
右
之
通
取
計
候

而
も
差
支
有
之
間
敷
哉
、
私
共
存
寄
御
尋
之
上
、
差
支
之
有
無
共
委
細
ニ

可
申
上
旨
被
仰
渡
、
奉
畏
、
則
左
ニ
申
上
候 

一
当
表
金
銀
出
入
取
捌
之
儀
、
前
方
者
、
対
決
之
上
、
日
数
三
十
日
切
済
方

申
付
、
不
相
済
時
者
、
二
十
日
十
日
五
日
と
段
々
拾
弐
三
切
も
日
延
申
付
、

其
上
ニ
も
不
埒
ニ
候
得
者
、
手
鎖
掛
ケ
、
日
切
者
不
申
付
、
双
方
相
対
ニ

而
済
候
歟
、
亦
者
身
躰
倒
候
迄
者
、
其
儘
ニ
而
差
置
候
ニ
付
、
年
数
延
候

金
銀
出
入
数
多
有
之
候
処
、
北
条
安
房
守
鈴
木
飛
騨
守
当
表
町
奉
行
之
節
、

享
保
四
亥
年
十
一
月
安
房
守
参
府
、
翌
子
年
於
江
戸
有
馬
兵
庫
頭
を
以
大

坂
表
金
銀
出
入
裁
許
之
次
第
御
尋
之
上
、
向
後
取
捌
之
儀
御
下
知
を
以
相

極
、
銀
高
ニ
応
シ
軽
中
重
日
切
済
方
申
付
、
其
上
ニ
も
不
埒
之
者
者
、
手

鎖
掛
、
三
十
日
過
候
得
者
、
直
ニ
掛
目
安
之
者
江
身
躰
限
り
為
相
渡
候
儀
、

町
触
差
出
、
猶
又
高
札
場
江
懸
札
を
以
為
相
知
置
、
翌
丑
年
正
月

以
来

右
之
通
取
捌
来
候
儀
ニ
御
座
候
間
、
身
躰
限
為
渡
候
迄
之
次
第
厳
敷
御
座

候
之
故
、
借
り
方
之
者
共
油
断
も
不
仕
候
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
多
分
日
切

中
出
入
相
済
候
ニ
付
、
貸
方
之
者
共
金
銀
取
引
通
用
宜
趣
ニ
も
相
聞
申
候
、

以
来
切
金
相
成
候
者
、
万
々
一
返
銀
手
延
ニ
可
相
成
と
金
主
共
相
心
得
、

若
通
用
ニ
も
相
響
キ
可
申
哉
、
此
段
者
見
越
候
儀
ニ
付
、
丈
夫
ニ
者
難
申

上
候
得
共
、
御
尋
ニ
付
、
先
此
段
申
上
候 

一
先
訴
請
居
候
も
の
、
後
訴
取
上
不
申
候
儀
、
是
又
相
糺
候
処
、
以
来
切
金

ニ
相
成
候
得
者
、
勿
論
其
沙
汰
ニ
者
及
不
申
候
得
共
、
全
躰
享
保
五
子
年

御
下
知
之
趣
と
当
時
取
捌
来
候
と
者
相
違
仕
、
子
年
御
下
知
ニ
者
、
訴
状

相
手
方
江
差
遣
候
而
も
、
対
決
之
上
済
方
日
切
証
文
不
申
付
内
之
後
訴
者
、

幾
口
も
為
請
候
様
可
仕
旨
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
当
時
之
仕
来
者
、
訴
状
何

通
ニ
而
も
同
日
差
出
候
得
者
裏
書
仕
、
相
手
方
江
差
遣
、
翌
日

訴
出
候

分
者
、
相
手
方
先
訴
有
之
旨
申
聞
、
訴
状
取
上
不
申
候
、
御
下
知
有
之
候

以
後
、
右
之
通
取
捌
相
違
仕
候
儀
者
、
伺
之
上
相
極
候
哉
、
此
段
難
相
分

御
座
候
、
然
ル
上
者
、
子
年
御
下
知
之
通
ニ
、
以
来
取
捌
候
而
も
、
対
決

済
方
申
付
候
迄
者
、
余
程
日
合
も
有
之
候
之
儀
故
、
縦
遠
国
之
訴
状
ニ
而

も
、
右
日
合
之
内
ニ
者
願
出
可
申
事
ニ
付
、
唯
今
迄
之
通
、
何
ヶ
度
相
願

候
て
も
、
先
訴
ニ
支
願
出
候
期
無
之
と
申
程
之
儀
者
御
座
有
間
敷
哉
と
奉

存
候
ニ
付
、
此
段
も
申
上
候 

『
但
、
去
酉
十
二
月
三
奉
行

申
越
候
者
、
一
旦
三
奉
行
裏
判
差
出
候
出

入
有
之
上
者
、
夫

後
之
願
人
共
者
、
後
訴
ニ
候
間
、
其
旨
を
以
取
計

候
者
、
順
も
宜
可
有
之
候
、
併
当
表
ニ
差
支
も
候
哉
、
可
申
越
旨
ニ
付
、

右
躰
先
格
者
無
之
候
得
共
、
是
迄
仕
来
之
通
に
て
ハ
、
三
奉
行
裏
判
訴

状
差
越
候
節
、
先
訴
有
之
候
得
者
引
上
、
先
訴
済
候
段
承
付
、
新
ニ
願

直
候
姿
ニ
付
、
江
戸
町
人

当
地
寺
院
抔
ニ
而
も
、
三
奉
行
裏
判
之
儀

願
出
、
当
表
江
訴
状
致
持
参
候
内
、
右
相
手
之
も
の
外

訴
状
請
候
得

者
、
亦
々
引
上
候
ニ
付
、
一
座
裏
判
訴
状
為
請
候
期
も
無
之
道
理
ニ
而
、

右
取
計
者
仕
来
迄
之
儀
ニ
御
座
候
ニ
付
、
一
度
願
出
候
者
者
、
縦
引
上

候
訴
状
ニ
而
も
、
最
初
願
之
日
を
願
掛
ケ
之
順
ニ
立
、
先
訴
相
済
候
ハ
、

此
方

順
ニ
呼
出
為
請
候
様
取
計
候
ハ
、
三
奉
行
裏
判
訴
状
も
、
日
順

ヲ
以
相
立
候
儀
ニ
付
、
以
来
者
右
之
通
ニ
も
取
計
可
申
旨
、
返
書
差
遣
、
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其
後
者
右
取
計
ニ
相
極
置
申
候
、
右
之
通
、
一
度
願
付
置
候
得
者
、
数

度
出
候
ニ
も
不
及
、
日
順
ニ
至
候
ハ
、
此
方

呼
出
為
請
候
儀
ニ
付
、

遠
近
無
差
別
、
訴
状
為
請
方
一
躰
ニ
相
成
り
、
強
而
願
人
共
及
難
儀
候

義
者
御
座
有
間
敷
哉
と
奉
存
候
』 

前
書
ニ
申
上
候
通
、
切
金
ニ
罷
成
決
而
差
支
候
儀
ハ
無
御
座
候
得
共
、
当

時
之
振
合
も
一
通
り
申
上
置
候
、
以
上 

 
 
 
 

戌
八
月 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守
」 

 

こ
の
中
で
は
ま
ず
大
坂
町
奉
行
所
に
お
け
る
金
銀
出
入
取
捌
法
の
沿
革
を
説
明

し
て
い
る
が
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
改
正
以
前
の
手
続
に
関
す
る
記
述
は
、
他

に
ほ
と
ん
ど
史
料
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
。

（

） 

同
年
の
改
正

以
来
、
大
坂
町
奉
行
所
で
は
分
割
弁
済
を
廃
止
し
て
厳
格
な
手
続
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
迅
速
な
債
権
回
収
が
可
能
と
な
り
、
金
銀
取
引
通
用
が
円
滑
に
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
今
後
も
し
切
金
弁
済
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
金
主

が
債
権
回
収
に
不
安
を
抱
き
、
金
融
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
。 

 

老
中
よ
り
指
摘
さ
れ
た
先
訴
後
訴
制
に
関
し
て
は
、
享
保
五
年
改
正
時
の
下
知

で
は
対
決
の
上
日
切
証
文
申
付
ま
で
は
後
訴
を
受
理
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
同
日
出
訴
の
分
ま
で
し
か
訴
状
を
受
理
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ

う
に
取
捌
方
が
変
わ
っ
た
の
が
伺
の
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
否
か
、
そ
の
経
緯
は

不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
享
保
五
年
改
正
時
の
取
捌
方
に
戻
す
な
ら
ば
、

対
決
か
ら
済
方
申
付
ま
で
に
は
か
な
り
日
数
が
あ
る
の
で
、
現
在
の
よ
う
に
何
度

願
出
て
も
後
訴
が
受
理
さ
れ
な
く
て
困
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う

と
述
べ
て
い
る
。
享
保
五
年
の
改
正
以
降
も
、
大
坂
町
奉
行
所
に
お
け
る
金
銀
出

入
取
捌
法
は
更
に
修
正
を
加
え
、
変
化
し
て
い
る
が
、
老
中
に
指
摘
さ
れ
た
先
訴

後
訴
制
の
不
都
合
な
面
に
つ
い
て
は
享
保
五
年
改
正
時
の
内
容
に
引
き
戻
す
こ
と

に
よ
っ
て
対
応
が
可
能
だ
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
但
書
で
は
、
昨
明

和
二
年
（
一
七
六
五
）
一
二
月
に
三
奉
行
か
ら
指
摘
さ
れ
た
評
定
所
一
座
裏
判
訴
状

に
つ
い
て
、
一
旦
訴
出
た
者
は
受
理
日
順
に
奉
行
所
か
ら
呼
び
出
す
こ
と
に
改
め

た
の
で
、
従
来
の
よ
う
に
先
訴
終
了
を
待
っ
て
何
度
も
訴
出
る
必
要
は
な
く
な
っ

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

末
尾
に
「
切
金
ニ
罷
成
決
而
差
支
候
儀
ハ
無
御
座
候
得
共
」
と
述
べ
て
は
い
る

が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
老
中
の
下
問
に
対
し
正
面
か
ら
否
定
的
な
回
答
を
す
る
こ

と
を
遠
慮
し
た
表
現
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
老
中
な
い
し
三
奉
行
が
指
摘
し
た
先
訴

後
訴
制
の
問
題
点
は
す
べ
て
回
避
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
切
金
弁
済
制
を
含

む
江
戸
の
金
銀
出
入
取
捌
法
の
導
入
を
婉
曲
に
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。 

 

し
か
る
に
一
年
近
く
経
っ
た
明
和
四
年
七
月
、
老
中
よ
り
大
坂
城
代
松
平
和
泉

守
を
通
じ
て
金
銀
出
入
取
捌
法
の
改
正
が
伝
え
ら
れ
た
。

（

）  

 

「 
 

明
和
四
亥
年
七
月
廿
六
日
御
城
代 

 
 
 
 

松
平
和
泉
守
殿
御
渡
被
成
候 

 
 

『
三
拾
』
御
下
知
書
之
写 

当
表
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
貸
銀
滞
訴
出
候
得
者
、
銀
高
ニ
応
日
切
済
方

申
付
、
日
切
不
相
済
候
得
者
、
手
鎖
之
上
、
身
躰
限
訴
訟
人
江
為
相
渡
、
尤
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先
訴
請
居
候
者
を
相
手
取
、
亦
々
外

願
出
候
て
も
、
先
訴
不
相
済
内
者
後

訴
不
取
上
、
同
日
ニ
願
出
候
得
者
、
幾
口
に
て
も
為
請
、
身
躰
限
申
付
候
節
、

銀
高
ニ
応
諸
色
配
分
為
致
候
仕
来
之
由
候
処
、
以
来
者
江
戸
表
ニ
而
貸
金
銀

取
計
方
之
通
、
借
用
高
ニ
不
拘
三
十
日
限
済
方
申
渡
、
右
日
限
ニ
不
相
済
候

ハ
ゝ
、
高
ニ
応
切
金
申
付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
ニ
而
も
右
之
通

取
計
候
様
可
致
候
、
委
細
之
儀
者
三
奉
行
江
承
合
候
様
、
各
江
可
申
渡
旨
、

老
衆

申
来
候
間
、
可
被
得
其
意
候 

 
 
 

七
月 

 
 

右
御
書
付
、
同
月
廿
六
日
松
平
和
泉
守
殿
御
渡
有
之
候
事
」 

 

こ
の
下
知
に
接
し
た
大
坂
町
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
・
曲
淵
甲
斐
守
は
衝
撃
を
受
け
、

直
ち
に
城
代
に
伺
書
を
提
出
し
た
。 

 

「 
 
 

見
返
し 

 
 

『
三
拾
壱
』
当
表
金
銀
出
入
済
方
切
金
ニ
申
付
候
様 

 
 
 
 
 
 
 

被
仰
渡
候
儀
ニ
付
奉
窺
候
書
付 

 
 
 
 
 
 
 
 

書
面
御
附
札
之
通
可
取
計
旨
被
仰
渡
奉
畏
候 
鵜
殿
出
雲
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亥
七
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曲
淵
甲
斐
守 

当
表
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
貸
銀
滞
訴
出
候
得
者
、
銀
高
ニ
応
シ
日
切
済

方
申
付
、
日
切
不
相
済
候
得
者
、
手
鎖
之
上
、
身
躰
限
訴
訟
人
江
為
相
渡
、

尤
先
訴
請
居
候
者
を
相
手
取
、
亦
々
外

願
出
候
て
も
、
先
訴
不
相
済
内
者

後
訴
不
取
上
、
同
日
ニ
願
出
候
得
者
、
幾
口
に
て
も
為
請
、
身
躰
限
申
付
候

節
、
銀
高
ニ
応
諸
色
配
分
為
致
候
仕
来
ニ
御
座
候
処
、
以
来
者
江
戸
表
ニ
而

貸
金
銀
取
計
方
之
通
、
借
用
高
ニ
不
拘
三
十
日
限
済
方
申
渡
、
右
日
限
ニ
不

相
済
候
ハ
ゝ
、
高
ニ
応
し
切
金
申
付
、
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
ニ
而
も

右
之
通
取
計
候
様
被
仰
渡
、
奉
畏
候
、
右
ニ
付
、
貸
金
銀

売
掛
ケ
銀
出
入

切
金
取
計
方
、
三
奉
行
江
承
合
、
否
不
申
来
内
者
、
御
書
付
通
を
以
訴
状
遣
、

対
決
之
上
三
十
日
切
済
方
申
付
、
猶
不
相
済
、
切
金
申
付
候
期
ニ
至
り
候
而

も
三
奉
行

返
答
不
申
来
候
ハ
ゝ
、
其
節

浮
ケ
置
候
様
可
仕
哉
、
亦
者
江

戸
表
ニ
而
取
扱
有
之
通
、
切
金
申
付
候
儀
ニ
付
、
訴
状
相
手
方
江
遣
、
対
決

申
付
候
差
日
等
も
、
是
迄
之
通
取
計
候
て
ハ
、
振
合
違
可
申
哉
ニ
付
、
三
奉

行

否
申
来
候
迄
者
、
一
向
右
出
入
之
分
公
事
訴
訟
共
不
承
浮
ケ
置
、
尤
当

分
金
銀
出
入
不
承
候
間
、
追
而
致
沙
汰
候
迄
者
、
右
出
入
之
分
公
事
訴
訟
と

も
申
出
間
敷
旨
、
三
郷
町
中
者
触
書
差
出
、
在
方
者
御
料
私
領
と
も
用
聞
町

人
呼
出
、
右
之
趣
申
渡
置
候
様
可
仕
哉
、
右
両
様
之
趣
奉
窺
候
、
以
上 

 
 
 

亥
七
月 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

 
 

御
城
代
松
平
和
泉
守
殿 

 
 
 

御
附
札 

書
面
金
銀
出
入
取
計
方
之
儀
、
町
在
江
触
渡
者
先
見
合
、
三
奉
行
江
承

合
相
済
候
上
、
被 

仰
出
候
通
被
取
計
可
然
候
、
其
前
願
出
候
分
者
、

追
而
可
及
沙
汰
旨
ニ
而
訴
状
請
取
被
置
、
三
奉
行
江
ハ
早
々
返
書
参
候

様
被
申
越
可
然
候 

 
 
 

右
窺
書
七
月
廿
七
日
上
ル
、
同
廿
九
日
御
下
ケ
」 

 

金
銀
出
入
切
金
取
計
方
の
詳
細
に
つ
い
て
三
奉
行
に
問
合
せ
る
の
で
、
そ
の
回

答
が
来
る
ま
で
は
、
対
決
の
上
三
十
日
切
済
方
申
付
の
手
続
ま
で
は
進
め
て
お
い
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て
よ
い
か
、
あ
る
い
は
切
金
以
外
の
手
続
、
例
え
ば
対
決
の
差
日
等
も
江
戸
法
と

は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
三
奉
行
か
ら
の
挨
拶
が
来
る
ま
で
は
金
銀
出
入

は
受
理
せ
ず
「
浮
ケ
置
」
く
こ
と
と
し
、
当
分
不
受
理
の
旨
町
在
に
触
渡
す
よ
う

に
す
べ
き
か
、
と
い
う
の
が
伺
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
城
代
の
附
札

は
、
町
在
へ
の
触
渡
は
見
合
せ
て
三
奉
行
か
ら
の
返
書
を
待
つ
よ
う
に
と
の
指
示

で
あ
る
。 

 

三
奉
行
へ
の
問
合
は
、
翌
八
月
に
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

「 
 
 

袋
之
上
書 

 
 

『
三
拾
弐
』
貸
金
銀
取
計
方
三
奉
行
江
承
合
候
儀
ニ
付 

 
 
 
 
 
 
 

一
三
奉
行
江
書
状
案 

 
 

壱
通 

 
 
 
 
 
 
 

一
同
問
合
書
案 

 
 
 
 

壱
通 

 
 
 
 
 
 
 

一
右
ニ
付
奉
窺
候
書
付 

 

壱
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亥
八
月 

 
 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 
 
 
 
 

曲
淵
甲
斐
守 

  
 

『
三
拾
弐
ノ
内
』
三
奉
行
江
書
状
之
写 

以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
当
表
貸
金
銀
出
入
取
計
方
之
儀
、
以
来
者
其
表
ニ

而
貸
金
銀
御
取
計
方
之
通
、
銀
高
ニ
不
拘
三
十
日
切
済
方
申
渡
、
右
日
限
ニ

不
相
済
候
ハ
ゝ
、
高
ニ
応
切
金
申
付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
ニ
而

も
右
之
通
取
計
候
様
可
仕
候
、
委
細
之
儀
者
各
様
江
承
合
候
様
、
御
下
知
を

以
被 

仰
下
候
旨
、
松
平
和
泉
守
殿
被
仰
聞
候
ニ
付
、
貸
金
銀
出
入
取
計
方

別
紙
ニ
相
認
御
問
合
、
得
貴
意
候
間
、
委
細
御
付
紙
を
以
御
取
捌
方
被
仰
聞

可
被
下
候
、
依
之
為
御
見
合
、
和
泉
守
殿
御
渡
被
成
候
書
付
写
壱
通
進
達
仕

候
、
以
上 

 
 
 

八
月 

曲
淵
甲
斐
守
印 

 
 

鵜
殿
出
雲
守
印 

 
 
 
 
 
 
 

土
井
大
炊
頭
様 

 
 
 
 
 
 
 

久
世
出
雲
守
様 

 
 
 
 
 
 
 

松
平
伊
賀
守
様 

 
 
 
 
 
 
 

土
岐
美
濃
守
様 

 
 
 
 
 
 
 

依
田
豊
前
守
様 

 
 
 
 
 
 
 

土
屋
越
前
守
様 

 
 
 
 
 
 
 

安
藤
弾
正
少
弼
様 

 
 
 
 
 
 
 

牧
野
大
隅
守
様 

  
 
 
 
 
 
 

美
濃
帳
面 

 
 

『
三
拾
弐
ノ
内
』
金
銀
出
入
取
計
方
御
問
合
書 

 
 
 
 
 
 

覚 

 
 

一
貸
金
銀
出
入
訴
状
差
出
候
節
之
事 

右
訴
状
裏
書
ニ
、
相
済
候
儀
ニ
候
ハ
ゝ
可
相
済
、
申
分
有
之
者
、
来
ル
幾

日
可
致
対
決
旨
相
認
、
相
手
方
江
可
致
持
参
旨
申
付
、
直
ニ
願
人
江
相
渡

遣
候
儀
ニ
候
哉
、

右
差
日
者
幾
日
程
之
致
日
積
ニ
遣
候
儀
ニ
候
哉
、
勿

論
在
町
ニ
而
日
積
等
違
有
之
候
哉 

 
 

一
右
同
断
、
対
決
申
付
候
節
之
事 
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負
銀
無
相
違
旨
答
之
候
得
者
、
銀
高
ニ
不
拘
都
而
三
十
日
切
済
方
申
付
、

切
日
ニ
至
出
入
不
相
済
、
初
而
切
金
申
付
候
節
、
右
員
数
割
合
高
委
細
被

仰
聞
被
下
候
様
仕
度
候 

但
、
切
金
申
付
候
以
後
、
三
十
日
目
毎
無
故
障
請
取
渡
相
済
候
分
者
、

不
断
出
候
と
も
其
通
之
儀
ニ
候
哉 

 
 

一
右
同
断
、
切
金
申
付
候
後
之
事 

切
金
申
付
候
後
、
三
十
日
目
ニ
右
切
金
高
之
通
不
相
渡
、
其
次
差
紙
請
候

節
、
右
差
日
前
日
当
期
之
内
内
分
ニ
而
請
取
候
分
者
、
双
方

相
届
候
儀

ニ
有
之
候
哉
、
又
者
相
手
方
計
差
紙
致
返
上
、
相
渡
候
段
断
出
候
得
者
、

承
置
可
申
哉 

但
、
右
差
紙
文
言
者
、
如
何
相
認
候
儀
ニ
御
座
候
哉
、
是
又
承
置
申
度

候 

一
右
同
断
、
差
紙
通
差
日
相
手
方
罷
出
、
其
節
定
式
之
銀
子
致
持
参
候
得
者
、

為
相
渡
、
先
達
而
三
十
日
目
ニ
不
相
渡
候
節
之
咎
ニ
者
不
及
候
哉 

 
 

一
右
同
断
、
差
日
ニ
罷
出
、
切
金
不
致
持
参
時
者
、
如
何
御
取
計
被
成
候
哉 

一
右
同
断
、
差
紙
を
以
呼
出
候
節
、
割
合
金
不
致
持
参
儀
及
数
度
候
ハ
ゝ
、

身
躰
限
取
上
、
願
方
江
相
渡
候
儀
ニ
候
哉
、
然
者
右
度
数
、
御
見
合
之
際

限
等
可
有
御
座
間
、
是
又
被
仰
聞
可
被
下
候 

一
右
切
金
通
不
致
持
参
、
半
金
或
者
三
分
二
程
も
致
持
参
候
節
、
先
為
相
渡

候
儀
ニ
候
哉
、
尤
右
程
も
不
致
持
参
、
格
別
不
足
之
時
者
、
咎
等
申
付
候

哉
、
切
金
員
数
不
相
満
内
者
、
孰
ニ
も
不
為
相
渡
儀
ニ
候
哉 

一
右
切
金
申
付
候
以
後
、
家
主
家
明
之
儀
申
出
候
ハ
ゝ
、
切
金
掛
り
合
ニ
無

構
、
家
明
申
付
候
筋
ニ
候
哉 

 
 
 
 

但
、
其
御
地
ニ
而
、
店
立
願
之
儀
ニ
御
座
候 

一
右
同
断
、
皆
済
不
致
内
、
外
吟
味
ニ
而
入
牢

所
預
ケ
等
申
付
候
節
、
右

切
金
者
浮
置
候
儀
ニ
候
哉
、
尤
無
咎
相
済
候
節
者
、
元
形
之
通
切
金
為
相

渡
候
儀
と
相
心
得
罷
在
候 

一
右
同
断
、
双
方
之
内
致
病
死
候
節
者
、
切
金
流
ニ
い
た
し
、
相
続
人
極
候

上
新
ニ
願
直
候
様
可
申
渡
哉
、
亦
者
相
続
人
極
候
迄
見
合
、
相
続
人
相
極

次
第
、
如
元
形
切
金
為
相
渡
候
儀
ニ
候
哉 

一
右
同
断
、
要
用
有
之
他
所
江
罷
越
度
候
、
尤
留
守
中
者
代
之
者
差
出
度
旨
、

相
願
候
節
者
、
承
届
候
儀
ニ
候
哉 

一
御
用
達
町
人
相
手
取
候
貸
金
銀
出
入
も
、
一
通
り
之
御
取
扱
ニ
御
座
候
哉 

 
 
 
 

追
加 

 
 

一
為
御
替
之
金
銀
為
下
替
滞
願 

 
 

一
従 

公
儀
寺
社
家
江
之
御
祠
堂
金
、
御
寄
附
金
貸
付
滞
願

宮
方
門
跡
方

貸
付
銀
滞
願 

 
 

一
家
質
銀
出
入 

 
 

一
質
地

諸
色
書
入
金
銀
出
入 

 
 

一
取
替
銀
出
入 

但
、
証
文
無
之
、
帳
面
計
ニ
記
置
候
と
も
、
済
方
申
付
候
哉
、
亦
者
、

証
文
無
之
候
得
者
、
不
及
沙
汰
義
ニ
御
座
候
哉 

 
 

一
立
替
銀
出
入 

 
 

一
年
賦
滞
銀
出
入 
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一
貸
物
賃
銭
滞
出
入 

 
 

△ 右
八
ヶ
条
、
名
目
者
替
候
得
共
、
元
来
貸
銀
出
入
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
貸

金
銀
出
入
同
事
之
御
取
計
方
ニ
御
座
候
哉
、
是
亦
委
細
被
仰
聞
可
被
下
候
、

右
者
差
懸
り
候
分
計
書
抜
、
先
御
問
合
得
貴
意
候
、
猶
品
替
候
儀
者
、
追
々

御
問
合
可
得
貴
意
候
間
、
左
様
御
心
得
可
被
下
候
、
以
上 

 
 
 

亥
八
月
」 

 

問
合
の
内
容
は
、
訴
状
裏
書
の
文
言
、
対
決
差
日
の
日
数
、
切
金
員
数
等
を
は

じ
め
、
切
金
の
弁
済
方
法
、
切
金
不
済
な
い
し
員
数
不
足
の
場
合
の
取
扱
方
、
切

金
不
済
何
度
で
身
代
限
と
す
る
か
、
切
金
申
付
中
に
家
明
（
江
戸
で
い
う
店
立
）
出

入
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
別
件
で
入
牢
・
所
預
等
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
、
一
方
当

事
者
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
取
扱
方
、
切
金
申
付
中
の
他
出
及
び
代
理
人
に
よ
る

切
金
持
参
の
可
否
、
御
用
達
町
人
の
取
扱
方
な
ど
、
切
金
弁
済
制
の
実
施
に
伴
っ

て
生
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
取
扱
に
つ
い
て
尋

ね
、「
委
細
御
付
紙
を
以
御
取
捌
方
被
仰
聞
可
被
下
候
」
と
詳
細
な
指
示
を
求
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
追
加
」
で
は
、「
為
御
替
之
金
銀
為
下
替
滞
願
」
以
下
八

種
の
公
事
銘
に
つ
い
て
、
貸
金
銀
出
入
と
同
様
の
取
捌
方
で
よ
い
か
ど
う
か
、
こ

れ
ま
た
「
委
細
被
仰
聞
可
被
下
候
」
と
指
示
を
求
め
る
。
し
か
も
、
今
回
の
問
合

が
す
べ
て
で
は
な
く
、「
右
者
差
懸
り
候
分
計
書
抜
先
御
問
合
」
せ
る
も
の
で
あ
っ

て
、「
猶
品
替
候
儀
者
追
々
御
問
合
可
得
貴
意
候
間
左
様
御
心
得
可
被
下
候
」
と
、

今
後
更
に
問
合
を
行
う
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
。
な
お
次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、「
売

掛
ケ
出
入
」
以
下
一
五
の
公
事
銘
に
つ
い
て
も
、
貸
金
銀
出
入
と
同
様
の
取
捌
方

と
す
べ
き
か
ど
う
か
、
併
せ
て
三
奉
行
に
問
合
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 

「 
 
 
 

三
好
半
切 

 
 
 
 
 
 
 
 

見
返
し 

 
 

『
三
拾
弐
ノ
内
』
貸
金
銀
取
計
方
三
奉
行
江
承
合
候
儀
ニ
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

猶
又
奉
窺
候
書
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書
面
窺
之
通
可
取
計
旨
被
仰
渡
奉
畏
候 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亥
八
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

曲
淵
甲
斐
守 

当
表
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
以
来
江
戸
表
貸
金
銀
取
計
方
之
通
、
借
用
高

ニ
不
拘
三
十
日
切
済
方
申
付
、
右
日
限
ニ
不
相
済
候
ハ
ゝ
、
高
ニ
応
切
金
申

付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
ニ
而
も
右
之
通
取
計
候
様
可
仕
候
、
委

細
之
儀
者
三
奉
行
江
承
合
候
様
、
御
下
知
を
以
被
仰
渡
候
ニ
付
、
貸
金
銀
出

入
取
計
方
之
儀
、
別
紙
之
通
三
奉
行
江
承
合
候
様
可
仕
奉
存
候
、
然
ル
処
、

貸
金
銀
ニ
准
少
々
宛
模
様
違
候
分

売
掛
又
者
家
賃
銀
、
持
参
銀
、
敷
銀
、

大
工
作
料
、
日
雇
賃
、
貸
物
賃
銭
滞
、
座
頭
官
金
、
両
替
金
、
雑
用
銀
、
仕

送
銀
、
仕
入
銀
、
手
附
銀
、
下
作
年
貢
米
銀
滞
、
諸
色
売
渡
証
文
を
以
金
銀

貸
渡
候
類
、
奉
公
人
給
銀
等
之
義
も
、
三
奉
行
江
承
合
置
候
様
可
仕
候
哉
、

依
之
三
奉
行
江
之
書
状

問
合
書
案
弐
通
入
御
覧
、
此
段
奉
窺
候
、
以
上 

 
 
 
 

亥
八
月 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

 
 

松
平
和
泉
守
殿 

 
 

御
付
札 貸

金
銀
出
入
切
金
ニ
相
成
候
ニ
付
、
三
奉
行
江
被
為
聞
合
候
別
紙
案
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貸
金
銀
ニ
准
少
々
宛
模
様
違
候
分
其
外
三
奉
行
江
可
被
聞
合
哉
之
品
、

伺
之
通
聞
合
可
被
申
候 

右
之
通
御
差
図
ニ
付
、
△
問
合
書
此
印
之
所
江
、
左
之
通
出
入
美
濃
綴
紙
ニ

而
認 

  
 

『
三
拾
三
』 

 
 

一
売
掛
ケ
出
入 

 
 

一
家
賃
銀
出
入 

 
 

一
持
参
銀
出
入 

 
 

一
敷
銀
出
入 

 
 

一
大
工
作
料
出
入 

 
 

一
日
雇
賃
出
入 

 
 

一
座
頭
官
金
出
入 

 
 

一
両
替
金
出
入 

 
 

一
雑
用
銀
出
入 

 
 

一
仕
送
銀
出
入 

 
 

一
仕
入
銀
出
入 

 
 

一
手
附
銀
出
入 

 
 

一
下
作
年
貢
米
銀
滞
出
入 

 
 

一
諸
色
売
渡
証
文
を
以
金
銀
貸
渡
候
類 

 
 

一
奉
公
人
給
銀
出
入 

 
 
 
 

但
、
銀
高
ニ
不
拘
済
方
三
十
日
切
申
付
候
仕
来
ニ
御
座
候 

右
拾
五
ヶ
条
之
分
、
済
方
貸
金
銀
ニ
准
取
捌
来
候
、
此
後
共
ニ
弥
右
之
通
相

心
得
罷
在
可
然
哉
、
自
然
御
取
捌
違
候
儀
も
御
座
候
ハ
ゝ
、
是
亦
委
細
ニ
被

仰
聞
可
被
下
候 

 
 
 
 
 

以
上 

 
 
 
 

亥
八
月 

 
 

右
一
箱
ニ
入
、
亥
八
月
八
日
為
御
替
便
り
ニ
差
遣
候
事 

 
 

上
書
左
之
通 

 
 
 
 
 

土
井
大
炊
頭
様 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 
 
 
 

依
田
豊
前
守
様 

曲
淵
甲
斐
守 

 
 
 
 
 

安
藤
弾
正
少
弼
様
」 

 

こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
詳
細
で
実
務
的
な
内
容
の
、
い
わ
ば
施
行
細
則
に
亘
る

よ
う
な
問
合
を
江
戸
の
三
奉
行
宛
に
送
る
一
方
で
、
鵜
殿
出
雲
守
・
曲
淵
甲
斐
守

両
名
は
城
代
松
平
和
泉
守
宛
に
次
の
よ
う
な
伺
書
を
提
出
し
て
い
る
。 

 

「 

三
好
半
切 

 
 
 
 
 

見
返
し 

 
 

『
三
拾
四
』
貸
金
銀
出
入
取
捌
方
浮
ケ
置
候
内 

 
 
 
 
 
 
 

為
御
替
銀
滞
願
出
候
儀
ニ
付
奉
伺
候
書
付 

 
 
 
 
 
 
 
 

書
面
窺
之
通
可
取
計
旨
被
仰
渡
奉
畏
候 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亥
八
月
二
日 

曲
淵
甲
斐
守 

貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
三
奉
行
江
承
合
候
上
、
被 

仰
出
候
通
取
計
可
申

候
、
其
前
願
出
候
分
者
、
追
而
可
及
沙
汰
旨
申
渡
、
訴
状
請
取
置
候
様
可
仕

旨
、
御
付
札
を
以
被
仰
渡
、
奉
畏
候
、
然
ル
処
、
為
御
替
銀
相
滞
候
旨
、
拾
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人
組
為
御
替
方
之
者
共
、
昨
廿
九
日
願
出
候
、
此
儀
、
浮
ケ
置
候
而
者
、
上

納
差
支
ニ
も
相
成
り
可
申
哉
と
奉
存
候
間
、
三
奉
行
江
承
合
相
済
候
迄
者
、

当
表
仕
来
之
通
、
先
ツ
取
捌
置
可
申
哉
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上 

 
 
 

亥
八
月 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

 
 

松
平
和
泉
守
殿 

 
 
 

御
付
札 

 
 
 
 

可
為
伺
之
通
候
」 

 

す
な
わ
ち
、
拾
人
組
為
御
替
方
の
者
よ
り
新
た
に
訴
出
た
為
御
替
銀
滞
出
入
に

つ
い
て
、「
浮
ケ
置
候
而
者
、
上
納
差
支
ニ
も
相
成
り
可
申
哉
」
と
い
う
理
由
で
、

三
奉
行
へ
の
問
合
に
対
す
る
回
答
が
来
る
ま
で
は
従
来
通
り
取
捌
く
こ
と
と
し
て
、

城
代
の
了
承
を
―
―
江
戸
に
伺
う
こ
と
も
せ
ず
に
―
―
得
た
の
で
あ
る
。

（

）  

 

更
に
一
一
月
に
は
、
次
の
伺
書
を
城
代
に
提
出
し
て
い
る
。 

 

「 
 
 
 

見
出
し 

 
 
 
 
 
 
 

先
達
而
御
下
知
御
座
候
当
表
貸
金
銀 

 
 

『
三
拾
五
』
取
計
方
三
奉
行
江
掛
ケ
合
置
候
ニ
付
浮
ケ
置
候 

 
 
 
 
 
 
 

口
々
猶
又
取
計
方
之
儀
相
伺
候
書
付 

 
 
 
 
 
 
 
 

書
面
伺
之
通
可
取
計
旨
被
仰
渡
、
奉
畏
候 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亥
十
一
月
十
八
日 

曲
淵
甲
斐
守 

当
表
貸
金
銀
出
入
、
切
金
可
申
付
旨
御
下
知
有
之
候
儀
ニ
付
、
其
節
取
計
方

之
儀
奉
伺
候
処
、
三
奉
行
江
承
合
候
上
、
被 

仰
出
候
通
取
計
、
其
前
願
出

候
方
ハ
、
追
而
可
及
沙
汰
旨
ニ
而
、
訴
状
請
取
置
候
様
可
仕
旨
、
御
差
図
之

趣
奉
畏
、
訴
状
裏
書
認
方
、
対
決
差
日
之
訳

在
町
日
積
り
之
儀
、
ヶ
条
書

を
以
承
合
置
申
候
処
、
未
返
書
無
御
座
、
追
而
可
及
沙
汰
旨
申
渡
、
受
取
置

候
諸
金
銀
出
入
訴
状
共
、
数
口
有
之
、
負
ヒ
方
之
者
共
、
右
願
付
之
儀
不
存
、

他
国
亦
者
変
死
或
者
欠
落
等
い
た
し
候
者
も
有
之
候
得
者
、
追
而
者
残
ル
連

判
之
も
の
計
引
受
候
様
ニ
可
相
成
、
且
者
返
書
及
延
引
ニ
候
之
内
ニ
ハ
、
右

躰
之
儀
追
々
出
来
可
仕
儀
ニ
御
座
候
処
、
是
等
之
趣
其
儘
ニ
い
た
し
置
候
段
、

如
何
之
筋
ニ
も
奉
存
候
間
、
訴
状
差
出
候
趣
知
ら
セ
置
候
様
ニ
も
仕
候
ハ
ゝ
、

負
ヒ
方
之
者
銘
々
其
心
得
も
有
之
、
自
ラ
負
銀
無
油
断
相
済
候
様
可
相
成
儀

と
も
奉
存
候
間
、
三
奉
行

返
書
有
之
候
迄
ハ
、
浮
ケ
置
候
訴
状
共
、
当
表

是
迄
仕
来
之
通
、
致
裏
書
相
手
方
江
差
遣
、
御
下
知
以
前
ニ
差
遣
候
訴
状
之

振
り
合
を
以
、
対
決
ニ
罷
出
候
節
、
浮
ケ
置
候
之
様
可
仕
候
哉
、
三
奉
行


之
返
書
延
引
仕
候
ニ
付
、
此
段
奉
窺
候
、
以
上 

 
 
 

亥
十
一
月 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

 

曲
淵
甲
斐
守 

 
 

松
平
和
泉
守
殿 

 
 

御
付
札 浮

ケ
置
候
訴
状
者
、
伺
之
通
、
当
表
是
迄
仕
来
之
通
、
致
裏
書
相
手
方

江
差
遣
、
御
差
図
以
前
差
遣
候
訴
状
之
振
り
合
を
以
、
対
決
ニ
罷
出
候

節
、
是
又
浮
ケ
置
候
様
可
被
致
候
」 

 

訴
状
を
「
浮
ケ
置
」
に
し
た
ま
ま
で
は
出
訴
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
ず
、
被
告

た
る
べ
き
者
の
死
亡
・
失
踪
等
に
よ
っ
て
保
証
人
に
債
務
弁
済
を
求
め
る
よ
う
に

な
り
か
ね
な
い
の
で
、
先
の
問
合
に
対
す
る
回
答
が
三
奉
行
か
ら
得
ら
れ
る
ま
で
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は
、
従
来
通
り
目
安
裏
書
を
与
え
、
対
決
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
手
続
を
進
め
た
い

と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
城
代
松
平
和
泉
守
は
了
承
を
与
え
た
。

大
坂
町
奉
行
は
「
訴
状
差
出
候
趣
知
ら
セ
置
候
様
ニ
も
仕
候
ハ
ゝ
、
負
ヒ
方
之
者

銘
々
其
心
得
も
有
之
、
自
ラ
負
銀
無
油
断
相
済
候
様
可
相
成
儀
と
も
奉
存
候
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
目
安
裏
書
が
相
手
方
に
送
達
さ
れ
、
差
日
対
決
の
た
め
奉
行
所

へ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
じ
た
い
債
務
弁
済
の
圧
力
に
な
り
得
た
の
で
あ
り
、
江
戸
か

ら
の
指
令
に
抵
触
し
な
い
範
囲
内
で
奉
行
所
と
し
て
可
能
な
限
り
、
金
銀
出
入
の

迅
速
な
解
決
な
い
し
債
権
の
保
護
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
と

い
え
よ
う
。 

 

し
か
る
に
十
二
月
二
十
七
日
、
城
代
よ
り
次
の
書
付
が
下
付
さ
れ
た
。 

 

「 
 
 
 
 

明
和
四
年 

 
 

『
三
拾
六
』
亥
十
二
月
廿
七
日
御
城
代

御
渡
被
成
候
御
書
付
写 

当
表
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
以
来
江
戸
表
ニ
而
貸
金
銀
取
計
方
之
通
、
借

用
高
ニ
不
拘
三
十
日
限
済
方
申
渡
、
右
日
限
不
相
済
候
得
者
、
高
ニ
応
切
金

ニ
申
付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
ニ
而
も
右
之
通
被
取
計
候
様
、
各

江
相
達
、
委
細
之
儀
者
三
奉
行
江
承
合
候
様
可
致
旨
、
先
達
而
被
仰
下
、
是

亦
相
達
候
処
、
三
奉
行
江
之
掛
合
未
相
済
候
趣
ニ
相
聞
候
付
、
此
節
鵜
殿
出

雲
守
出
府
ニ
付
御
尋
候
処
、
三
奉
行
江
掛
合
未
相
済
候
付
、
是
迄
訴
出
候
出

入
ハ
浮
ケ
置
候
由
ニ
候
、
右
ニ
付
而
、
金
銀
通
用
差
支
候
趣
及
御
聞
候
間
、

三
奉
行
江
掛
合
決
着
い
た
し
候
迄
者
、
先
唯
今
迄
仕
来
之
通
取
計
候
様
、
尤

追
々
訴
出
候
も
可
有
之
候
間
、
是
迄
浮
ケ
置
候
分
者
勿
論
、
此
以
後
訴
出
候

分
共
ニ
、
三
奉
行
掛
合
決
着
い
た
し
候
迄
者
、
唯
今
迄
仕
来
之
通
取
計
候
様
、

御
自
分
迄
可
申
渡
旨
、
老
衆

申
来
候
、
可
被
得
其
意
候 

 
 
 

十
二
月 

『
右
之
通
被
仰
下
候
ニ
付
、
当
地
町
人
又
ハ
在
方
之
者
共

西
国
筋
之

も
の
共
相
手
取
銀
子
滞
出
入
願
出
候
者
共
江
被
仰
渡
方
左
ニ
写
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
屋 

 
 

 

誰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
屋 

 
 

 

誰 

其
方
共
儀
、
先
達
而
訴
状
差
出
候
節
、
追
而
可
令
沙
汰
旨
申
渡
、
訴
状
留
置

候
処
、
相
手
方
ニ
遠
国
之
者
有
之
、
右
之
分
者
、
此
度
依
御
下
知
、
当
表
ニ

而
者
願
難
取
上
ニ
付
、
訴
状
銘
々
ニ
差
返
候
間
、
江
戸
表
江
願
出
候
儀
者
勝

手
次
第
ニ
可
致
候
、
尤
願
出
候
段
断
出
候
ハ
ゝ
、
添
翰
可
差
遣
候
間
、
一
同

右
之
通
相
心
得
、
猶
亦
其
段
請
証
文
申
付
候
間
、
可
致
印
形
候 

 
 
 
 

『
遠
国
之
願
人
江
被
仰
渡
方
扣
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
国 

 
 

 

願
人 

其
方
儀
、
先
達
而
訴
状
差
出
候
節
、
追
而
可
令
沙
汰
旨
申
渡
、
訴
状
留
置
候

処
、
此
度
依
御
下
知
、
遠
国
之
者
願
者
、
当
表
ニ
而
者
難
取
上
ニ
付
、
訴
状

差
返
候 

 
 
 
 

『
請
証
文
認
方
扣
』 
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訴
状
写 

右
之
通
去
戌
何
月
幾
日

当 

何
月
幾
日

出
訴
仕
候
処
、
追
而
可
被
及
御
沙
汰
ニ
旨
被
仰
渡
、
願

書
御
留
置
被
成
候
、
然
ル
処
、
今
日
被
召
出
相
手
之
内
遠
国
之
者
入
交
有
之

相
手
誰
儀
者
遠
国
之
も
の
ニ
而 

右
之

分
者
、
此
度
依
御
下
知
、
当
御
役
所
ニ
而
者
御
取
上
難
被
成
ニ
付
、
訴
状
御

差
返
、
江
戸
表
江
願
上
候
儀
者
勝
手
次
第
ニ
可
仕
、
尤
願
上
候
段
御
断
申
上

候
ハ
ゝ
、
御
添
翰
御
渡
可
被
下
間
、
其
節
者
御
断
可
申
上
旨
被
仰
渡
、
奉
畏

候
、
仍
而
御
請
如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
屋 

 

年
号
月
日 

誰
印 

 
 

御
奉
行
所
」 

 

三
奉
行
へ
の
掛
合
が
決
着
す
る
ま
で
は
当
面
従
来
の
大
坂
仕
来
法
に
よ
っ
て
金

銀
出
入
を
取
捌
く
よ
う
、
老
中
か
ら
指
示
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
遠

国
金
銀
出
入
に
つ
い
て
は
、
明
和
三
年
の
裁
判
管
轄
改
正
が
既
に
確
定
し
て
い
る

た
め
、
こ
れ
ま
で
「
浮
ケ
置
」
い
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
願
人
に
訴
状
を
還
付

し
、
あ
ら
た
め
て
江
戸
へ
訴
出
る
場
合
に
は
添
翰
を
交
付
す
る
旨
の
申
渡
及
び
そ

れ
に
対
す
る
請
証
文
の
雛
形
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鵜
殿
出
雲
守

が
出
府
し
て
事
情
を
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
は
鵜
殿
自
身

の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

 

「
『
三
拾
七
』 

以
切
紙
致
啓
上
候
、
然
者
去
ル
廿
日
、
稲
垣
羽
州

松
右
近
将
監
殿
御
逢
可

被
成
御
用
御
座
候
間
、
廿
一
日
四
ツ
時
可
致 

登
城
旨
申
来
候
間
、
則
罷
出

候
処
、
右
近
将
監
殿
御
逢
、
大
坂
表
金
銀
出
入
訴
状
之
儀
御
尋
被
成
候
ニ
付
、

先
達
而
御
下
知
之
趣
を
以
三
奉
行
江
懸
合
置
候
処
、
未
返
書
差
越
不
申
候
ニ

付
、
先
訴
状
ハ
浮
ケ
置
候
而
、
済
方
者
不
申
渡
候
段
申
上
候
処
、
左
候
而
者

諸
向
差
支
ニ
相
成
可
申
哉
之
旨
、
猶
又
御
尋
ニ
付
、
甚
差
支
罷
在
候
段
申
上

候
、
然
ル
上
者
、
三
奉
行
掛
合
決
着
い
た
し
候
迄
ハ
、
唯
今
迄
仕
来
之
通
取

計
可
然
哉
之
趣
被
仰
聞
候
間
、
右
之
通
被
仰
渡
候
ハ
ゝ
、
乍
憚
可
然
奉
存
候

段
申
上
候
処
、
委
細
御
承
知
被
成
、
則
昨
廿
二
日
、
猶
又
右
近
将
監
殿
御
逢
、

大
坂
表
江
被
仰
遣
候
由
に
て
、
拙
者
扣
ニ
可
仕
旨
、
御
写
御
渡
被
成
候
、
定

而
和
泉
守
殿

被
仰
渡
候
儀
ニ
者
可
有
御
座
候
得
共
、
御
書
之
写
致
進
達
候
、

御
留
置
可
被
成
候
、
以
上 

 
 
 

十
二
月
廿
三
日 

 

鵜
殿
出
雲
守
印 

 
 
 
 
 
 

曲
淵
甲
斐
守
様 

う
つ
し
訴
状
者
相
手
方
江
相
渡
置
候
得
共
、
一
躰
済
方
不
申
渡
内
者
浮

ケ
置
候
姿
ニ
御
座
候
間
、
本
文
之
通
申
上
候
、
左
様
御
心
得
可
被
成
候
、

以
上
」 

 

す
な
わ
ち
鵜
殿
出
雲
守
は
一
二
月
二
一
日
、
老
中
松
平
右
近
将
監
よ
り
江
戸
城

に
呼
び
出
さ
れ
て
「
大
坂
表
金
銀
出
入
訴
状
之
儀
」
に
つ
き
質
問
を
受
け
、
三
奉

行
へ
掛
合
中
で
あ
る
が
未
だ
回
答
を
得
て
い
な
い
た
め
訴
状
は
「
浮
ケ
置
」
き
、

済
方
申
渡
し
て
い
な
い
旨
を
述
べ
た
の
に
対
し
、
右
近
将
監
よ
り
「
左
候
而
者
諸

向
差
支
ニ
成
可
申
哉
」
と
重
ね
て
下
問
が
あ
り
、
甚
だ
差
支
え
て
い
る
旨
答
え
た

と
こ
ろ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
三
奉
行
へ
の
掛
合
が
決
着
す
る
ま
で
の
間
、
従
来
通
り

の
大
坂
仕
来
法
に
よ
り
取
捌
い
て
い
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
、



明和四年の大坂町奉行所金銀出入取捌法改正に関する史料 139

出
雲
守
が
こ
れ
に
同
意
し
た
と
こ
ろ
、
右
近
将
監
は
「
委
細
御
承
知
被
成
」
、
直
ち

に
大
坂
城
代
宛
に
下
知
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
二
二
日
に
再
度
面
会
し
た
折

り
に
は
そ
の
下
知
の
写
を
出
雲
守
に
も
下
付
さ
れ
、
二
三
日
、
同
役
曲
淵
甲
斐
守

に
そ
の
写
を
送
っ
て
い
る
。
出
雲
守
が
右
近
将
監
よ
り
与
え
ら
れ
た
城
代
宛
の
下

知
の
写
は
左
の
通
り
で
あ
る
が
、
二
七
日
に
は
城
代
よ
り
正
式
に
江
戸
か
ら
の
指

令
と
し
て
大
坂
町
奉
行
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
『
三
拾
六
』
で
見
た
通
り
で

あ
る
。 

 

「
見
返
し 

 
 
 

写 

被
仰
遣
候
御
書
面
之
趣
被
仰
渡
奉
畏
候 

 
 
 
 
 
 

亥
十
二
月
廿
二
日 
 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

『
三
拾
七
ノ
内
』 

 
 
 
 
 
 
 

松
平
和
泉
守
江
申
遣
候
趣 

其
表
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
、
以
来
当
地
ニ
而
貸
金
銀
取
計
方
之
通
、
借
用

高
ニ
不
拘
三
十
日
限
済
方
申
渡
、
右
日
限
不
相
済
候
得
者
、
高
ニ
応
切
金
ニ

申
付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
ニ
而
も
右
之
趣
取
計
候
様
、
町
奉
行

江
被
申
渡
、
委
細
之
儀
者
三
奉
行
江
承
合
候
様
可
被
致
旨
、
先
達
而
相
達
候

処
、
三
奉
行
江
之
掛
合
未
相
済
候
趣
ニ
相
聞
候
ニ
付
、
此
節
鵜
殿
出
雲
守
出

府
ニ
付
相
尋
候
処
、
三
奉
行
江
掛
合
未
相
済
候
ニ
付
、
是
迄
訴
出
候
出
入
者

浮
ケ
置
候
由
ニ
候
、
右
ニ
付
、
金
銀
通
用
差
支
候
趣
及
承
候
間
、
三
奉
行
江

掛
合
決
着
い
た
し
候
迄
者
、
先
唯
今
迄
仕
来
之
通
取
計
候
様
、
曲
淵
甲
斐
守

江
可
被
申
渡
候
、
以
上 

 
 
 
 

十
二
月
廿
一
日 

 

連
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
和
泉
守
殿 

猶
以
追
々
訴
出
候
も
可
有
之
候
間
、
是
迄
浮
ケ
置
候
分
ハ
勿
論
、
此
以
後

訴
出
候
分
共
、
三
奉
行
江
掛
合
決
着
い
た
し
候
迄
者
、
唯
今
迄
仕
来
之
通

取
計
候
様
、
可
被
申
渡
候
、
以
上 

 
 

右
連
名
と
計
有
之
候
得
共
、
御
老
中
御
名
前
左
之
通 

 
 
 
 

松
平
右
近
将
監
殿 

 
 
 

松
平
右
京
大
夫
殿 

 
 
 
 

松
平
周
防
守
殿 

 
 
 
 

阿
部
伊
予
守
殿
」 

 

明
和
四
年
の
改
正
を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
、「
懸
合
一
件
留
」
に
は
こ
こ
ま
で

し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
大
坂
仕
来
法

の
適
用
が
再
び
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
な
お
曲
折
が
あ
っ
た
。 

 

三
奉
行
へ
の
掛
合
が
決
着
す
る
ま
で
は
当
面
従
来
通
り
の
大
坂
仕
来
法
で
金
銀

出
入
を
取
捌
い
て
お
く
よ
う
に
と
の
指
示
を
受
け
た
大
坂
町
奉
行
所
は
、
ど
の
よ

う
に
対
応
し
た
か
。
右
の
老
中
の
下
知
が
城
代
を
通
じ
て
大
坂
町
奉
行
に
伝
え
ら

れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
二
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
与
力
八
田
五

郎
左
衛
門
の
手
に
な
る
「
八
田
氏
由
緒
書
」（
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
）
に
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
見
え
る
。 

「
同
〔
明
和
四
亥
〕
年
十
二
月
下
旬
ニ
至
、
兼
而
大
坂
金
銀
出
入
御
取
捌
、

切
金
済
ニ
御
改
正
御
下
知
有
之
候
儀
、
町
中
金
銀
融
通
差
支
ニ
可
相
成
哉

之
段
、
出
雲
守
殿
并
其
節
之
御
同
役
曲
淵
甲
斐
守
殿

被
及
言
上
、
都
而

之
金
銀
出
入
訴
訟
并
御
間
数
役
之
御
取
捌
と
も
、
御
浮
置
ニ
相
成
在
之
候

末
、
先
唯
今
迄
之
通
御
取
捌
可
被
成
様
御
下
知
在
之
、
甲
斐
守
殿
於
御
役

所
、
東
西
御
役
所
ニ
御
浮
置
相
成
在
之
候
数
々
之
金
銀
出
入
訴
状
調
之
儀
、
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東
西
目
安
役
江
被
仰
付
、
同
月
廿
八
日
迄
ニ
昼
夜
取
調
、
翌
廿
九
日
右
訴

状
之
分
御
裏
書
可
被
遣
段
、
甲
斐
守
殿
終
日
仮
御
裁
許
場
共
三
ケ
所
ニ
御

裁
許
場
御
分
ケ
之
、
廿
九
日
対
決
之
返
答
、
当
日
御
浮
置
ニ
相
成
在
之
候

分
、
軽
・
中
・
重
御
伺
被
仰
付
、
先
返
書
一
旦
御
伺
又
者
押
込
等
被
仰
付

候
上
、
御
浮
置
ニ
相
成
在
之
分
者
夫
々
過
半
済
、
又
々
御
伺
・
押
込
・
身

体
限
等
ニ
至
迄
、
甲
斐
守
殿
三
ケ
所
之
御
裁
許
場
御
掛
廻
り
被
仰
渡
、
同

夜
九
ツ
時
頃
迄
ニ
跡
取
計
等
相
片
付
、
直
ニ
翌
子
正
月
元
旦
之
御
礼
相
勤

候
御
用
掛
相
勤
、
〔
下
略
〕」

（


） 

 

 

同
役
鵜
殿
出
雲
守
が
出
府
中
の
た
め
、
在
坂
の
大
坂
町
奉
行
は
曲
淵
甲
斐
守
一

人
で
あ
っ
た
が
、
甲
斐
守
は
東
西
奉
行
所
に
「
浮
置
」
と
な
っ
て
い
た
数
々
の
金

銀
出
入
に
つ
い
て
、
両
役
所
目
安
役
に
命
じ
二
八
日
ま
で
に
昼
夜
を
通
し
て
訴
状

を
取
調
べ
さ
せ
た
。
若
干
文
意
不
明
確
な
部
分
が
あ
る
が
、
翌
二
九
日
に
は
こ
の

訴
状
に
裏
書
を
与
え
る
た
め
、
甲
斐
守
は
仮
御
裁
許
場
を
含
め
三
か
所
に
御
裁
許

場
を
分
け
、
対
決
、
軽
・
中
・
重
の
済
方
申
付
、
過
半
済
、
押
込
、
身
体
限
等
に

至
る
ま
で
、
甲
斐
守
が
三
か
所
の
御
裁
許
場
各
掛
を
廻
っ
て
次
々
に
申
渡
し
、
夜

九
ツ
時
頃
ま
で
か
か
っ
て
よ
う
や
く
こ
れ
ら
を
処
理
し
終
え
、
正
月
を
迎
え
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
当
時
、
父
の
跡
を
継
ぎ
一
七
歳
で
目
安
役
証
文
方
勤
役
を
拝
命

し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
五

（

） 

郎
左
衛
門
に
と
っ
て
、
こ
の
と
き
の
こ
と
は
よ
ほ
ど
印

象
に
残
っ
た
も
の
と
見
え
る
が
、
大
坂
町
奉
行
所
が
い
か
に
金
銀
出
入
の
取
捌
を

重
視
し
て
い
た
か
、
ま
た
迅
速
に
処
理
す
る
能
力
を
有
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

を
、
こ
の
記
録
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

さ
て
、
明
和
三
年
八
月
に
大
坂
町
奉
行
が
提
出
し
た
詳
細
な
問
合
に
対
し
、
評

定
所
一
座
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
一
〇
月
、
挨
拶
案
を
作
成
し
て
老
中
に
上
申

し
た
。
『
徳
川
禁
令
考
』
に
「
文
化
五
子
年
十
月
十
六
日
」
の
書
付
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
評
定
所
一
座
の
「
貸
金
銀
出
入
取
計
方
大
坂
町
奉
行
承
合
候
儀
ニ
付
申

上
候
書
付
」
及
び
そ
の
「
別
紙
」
た
る
「
大
坂
町
奉
行
江
相
遣
候
書
付
」

（

） 

が
実
は

そ
れ
で
あ
っ
て
、「
文
化
」
が
「
明
和
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

（

） 

右

の
第
一
の
書
付
に
は
「
大
坂
表
貸
金
銀
出
入
取
計
方
、
以
来
御
当
地
ニ
而
貸
金
銀

取
計
之
通
、
…
…
取
計
候
様
可
致
候
、
委
細
之
儀
者
、
私
共
江
承
合
候
様
被
仰
渡

候
ニ
付
、
今
般
書
面
を
以
、
大
坂
町
奉
行
よ
り
承
合
候
間
、
別
紙
之
通
可
申
達
候

哉
」
と
あ
る
が
、
老
中
が
こ
れ
を
承
認
し
て
実
際
に
大
坂
町
奉
行
に
宛
て
て
達
せ

ら
れ
た
か
ど
う
か
こ
れ
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
。
大
坂
側
に
は
こ
の
時
期
に
三
奉

行
か
ら
の
挨
拶
が
届
い
た
形
跡
が
な
く
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵

「
摂
河
泉
播
四
ヶ
国
寺
社
家
金
銀
出
入
其
外
諸
出
入
御
吟
味
者
御
取
捌
方
之
儀
ニ

付
堺
奉
行
江
御
懸
ケ
合
一
件
留
目
安
方

借
用
之
写
」

（

） 

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事

が
見
え
る
。 

「
御
剪
紙
致
拝
見
候
、
然
者
、
各
様
御
支
配
国
摂
州
河
州
泉
州
播
州
四
ヶ
国
之

外
、
中
国
四
国
西
国
京
都
町
奉
行
支
配
国

南
都
伏
見
拙
者
支
配
所
之
者
入

交
候
都
而
之
出
入
ニ
候
共
、
各
様
御
役
所
江
願
出
候
節
者
、
御
取
捌
被
成
候
、

前
々

之
御
仕
来
ニ
而
御
座
候
処
、
双
方
共
和
泉
河
内
摂
津
播
磨
四
ヶ
国
之

者
ニ
候
ハ
ゝ
各
様
御
役
所
ニ
而
御
取
捌
、
余
国
江
掛
り
候
出
入
者
、
訴
訟
人

大
坂
町
人

私
領
之
分
者
寺
社
奉
行
江
御
添
翰
被
成
、
御
料
所
之
者
ニ
候

ハ
ゝ
御
勘
定
奉
行
江
御
添
簡
を
以
被
差
出
候
様
、
六
年
以
前
戌
年
八
月
御
下

知
を
以
被
仰
渡
候
ニ
付
、
其
節
之
御
城
代
松
平
和
泉
守
殿
江
、
御
取
計
方
之
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儀
品
々
被
仰
達
候
処
、
和
泉
守
殿
よ
り
江
戸
表
江
御
申
上
有
之
御
伺
候
御
書

面
之
趣
、
何
も
御
定
准
例
等
も
有
之
儀
ニ
付
、
委
細
三
奉
行
江
御
懸
合
御
聞

合
、
若
其
上
ニ
而
も
難
相
分
儀
も
候
ハ
ゝ
、
其
趣
を
以
猶
又
御
伺
可
被
成
旨
、

翌
亥
年
九
月
御
下
知
御
座
候
旨
、
和
泉
守
殿
御
申
聞
被
成
候
ニ
付
、
則
三
奉

行
江
御
掛
合
被
成
候
処
、
右
御
支
配
所
之
者

他
支
配
を
相
手
取
致
出
訴
候

節
、
他
之
役
所
江
御
添
簡
被
遣
、
右
役
所
ニ
而
其
支
配
之
者
江
利
害
申
聞
、

内
済
抔
い
た
し
候
分
者
、
支
配
々
互
之
取
計
ニ
而
可
有
之
哉
、
其
出
入
之
趣

意
ニ
も

可
申
事
ニ
候
、
他
之
支
配
之
者

出
訴
之
出
入
を
相
手
方
之
支
配

役
所
ニ
而
裁
許
者
相
成
間
敷
儀
と
被
存
候
旨
、
去
寅
年
二
月
返
書
被
差
越
候

ニ
付
、
猶
又
御
取
計
方
之
儀
、
同
三
月
久
世
出
雲
守
殿
江
御
達
候
処
、
先
達

而
被
仰
渡
候
趣

三
奉
行

被
申
聞
候
趣
御
認
、
以
来
右
之
通
御
取
計
候
旨
、

京
都
伏
見
奈
良
奉
行

拙
者
江
も
御
懸
合
可
被
置
旨
、
此
節
出
雲
守
殿
御
申

聞
被
成
候
付
、
此
段
被
仰
聞
、
御
書
面
之
趣
致
承
知
候
、
右
為
御
報
如
是
御

座
候
、
以
上 

 
 

『
明
和
八
卯
年
』 

 
 
 
 

八
月
三
日 

〔
堺
奉
行
〕
坂
部
土
佐
守 

 
 
 
 
 

室
賀
山
城
守
様
〔
大
坂
町
奉
行
〕 

 
 
 
 
 

神
谷
大
和
守
様
〔
同
〕 

追
啓
、
余
国

各
様
御
支
配
国
江
懸
り
候
出
入
、
一
応
其
所
之
奉
行
又
者
御

代
官
領
主
地
頭

掛
合
有
之
可
相
済
品
も
候
ハ
ゝ
、
支
配
内
相
手
之
者
共
江

利
害
申
聞
、
金
銀
出
入
抔
者
可
相
済
旨
可
成
た
け
申
付
、
六
ヶ
月
以
内
ニ
も

相
済
候
得
者
、
江
戸
表
江
不
及
出
訴
、
内
済
い
た
し
候
儀
も
可
有
之
儀
者
、

支
配
役
所
互
之
取
計
内
と
被
存
候
、
此
段
者
御
問
合
外
之
事
ニ
候
得
共
、
三

奉
行
為
心
得
被
申
越
候
由
、
先
達
而
申
来
候
、
此
段
被
仰
聞
置
候
旨
、
御
追

書
之
趣
被
承
知
候
、
以
上
」 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
亥
年
（
明
和
四
年
）
九
月
の
下
知
に
応
じ
て
大
坂
町
奉
行
よ
り

三
奉
行
に
再
度
掛
合
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
返
書
が
寅
年
す
な
わ
ち
明
和
七

年
（
一
七
七
〇
）
二
月
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
明
和
四
年
九
月
の
下
知
及
び
大

坂
町
奉
行
の
掛
合
と
は
、
前
節
に
引
用
し
た
「
懸
合
一
件
留
」
『
弐
拾
弐
』・
『
弐
拾

四
』
・
『
弐
拾
五
』
・
『
弐
拾
六
』
を
指
し
て
お
り
、
三
奉
行
の
挨
拶
は
、
大
坂
町
奉

行
支
配
の
者
よ
り
他
支
配
の
者
を
相
手
取
り
出
訴
し
た
場
合
は
添
簡
を
遣
し
、
相

手
方
役
所
で
利
害
を
申
聞
か
せ
て
内
済
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
出
入
の
趣
意
に
も

よ
る
も
の
の
、
両
役
所
相
互
の
取
計
で
済
ま
せ
て
よ
い
が
、
他
支
配
の
者
よ
り
出

訴
の
あ
っ
た
出
入
を
相
手
方
支
配
役
所
に
お
い
て
裁
許
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

（

） 

す
な
わ
ち
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ

て
、
金
銀
出
入
の
取
捌
手
続
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

右
の
明
和
七
年
二
月
に
出
さ
れ
た
と
い
う
三
奉
行
の
挨
拶
は
、
前
年
す
な
わ
ち

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
の
九
月
、
評
定
所
一
座
よ
り
老
中
松
平
周
防
守
に
対
し
て

提
出
さ
れ
た
評
議
答
申
に
基
づ
い
て
い
た
。
「
明
和
撰
要
集
」
十
二
公
事
裁
断
之
部

 

（

）

に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。 

 
「
明
和
六
丑
年
九
月
十
二
日
松
平
周
防
守
殿 

 
 
 
 

立
合
上
ル 

土
岐
美
濃
守 

 
 

評
定
所
一
座 

先
達
而
大
坂
町
奉
行
江
申
遣
候
評
議
之
趣
、
相
当
ニ
相
見
候
得
共
、
左
候
而

者
、
唯
今
迄
よ
り
御
当
地
江
呼
出
も
の
多
相
成
、
彼
地
ニ
而
相
済
候
儀
を
遠

牧
野
大
隅
守 

安
藤
弾
正
少
弼
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路
罷
下
候
様
相
成
、
及
迷
惑
候
者
多
可
有
之
候
哉
、
享
保
年
中

只
今
ま
て

畢
竟
右
之
訳
故
改
ら
さ
る
趣
ニ
ハ
無
之
哉
之
段
、
評
議
仕
可
申
上
旨
被
仰
聞

候
処
、
先
達
而
申
上
候
通
、
御
定
書
之
趣
相
守
可
申
儀
ニ
奉
存
候
段
申
上
候

故
、
御
定
ニ
不
抱
公
事
訴
訟
等
に
付
、
彼
地
之
者
之
為
ニ
御
定
通
致
し
候
方

宜
可
有
之
哉
、
又
者
是
迄
仕
来
之
通
差
置
候
方
可
然
哉
、
今
一
応
評
議
致
し

可
申
上
旨
、
被
仰
聞
、 

此
儀
、
貸
金
銀
出
入
取
計
ひ
之
儀
、
以
来
者
御
当
地
ニ
而
貸
金
銀
取
計

之
通
、
借
用
高
ニ
不
抱
三
十
日
限
済
方
申
渡
、
右
日
限
ニ
不
相
成
候

ハ
ゝ
、
高
ニ
応
切
金
申
付
、
尤
先
訴
後
訴
之
無
差
別
、
幾
口
ニ
而
も
右

之
通
可
取
計
旨
、
大
坂
町
奉
行
江
御
下
知
相
済
、

大
坂
支
配
国
よ
り

余
国
江
懸
候
出
入
取
計
ひ
方
之
儀
も
、
双
方
と
も
和
泉
摂
津
河
内
播
磨

四
ヶ
国
之
も
の
ニ
候
ハ
ゝ
、
向
後
大
坂
ニ
而
取
扱
、
余
国
江
懸
り
候
出

入
ハ
、
訴
訟
人
大
坂
町
人

私
領
之
分
者
寺
社
奉
行
江
致
添
簡
、
御
料

所
之
も
の
ニ
候
ハ
ゝ
御
勘
定
奉
行
江
添
簡
を
以
差
出
候
様
、
是
又
御
下

知
相
済
、
両
様
共
委
細
者
私
共
江
承
合
候
様
被
仰
渡
も
有
之
候
儀
故
、

先
達
而
御
尋
之
節
迄
者
、
御
定
之
趣
を
以
段
々
申
上
候
得
共
、
此
度
御

尋
之
趣
ニ
而
評
議
仕
候
処
、
摂
河
泉
播
四
ヶ
国
之
訴
訟
人
共
之
為
ニ
者
、

大
坂
ニ
而
取
計
ひ
候
方
宜
有
之
候
、 

『
此
四
ヶ
国
之
者
出
訴
ニ
而
も
、
武
家
江
懸
り
候
出
入
者
、
是
迄
も

御
当
地
江
罷
出
申
候
』 

中
国
四
国
九
州
抔
相
手
方
之
者
共
も
、
た
と
へ
者
御
当
地
江
弐
百
里
余

三
百
里
も
有
之
内
、
大
坂
ニ
而
取
計
候
得
者
、
百
三
十
里
余
道
法
近
、

日
数
ニ
積
往
来
ニ
而
者
二
十
五
六
日
も
違
ひ
、
夫
丈
之
為
ニ
ハ
相
成
候

道
理
ニ
候
得
共
、
公
事
之
始
末
ニ
よ
り
、
日
数
之
多
少
者
難
極
御
座
候
、

且
一
座
裏
判
を
以
御
当
地
江
呼
出
候
出
入
、
大
坂
ニ
先
訴
有
之
、
後
訴

ニ
相
成
候
而
者
、
訴
訟
人
難
儀
之
筋
ニ
而
、
最
初
申
上
候
豊
竹
越
前
竹

田
近
江
等
江
懸
り
候
訴
訟
方
之
も
の
共
、
今
以
滞
罷
在
、
大
坂
支
配
国

寺
社
加
り
候
出
入
、
是
迄
御
当
地
江
添
簡
を
以
差
出
候
分
、
大
坂
ニ
而

裁
許
之
積
、
先
達
而
以
別
紙
奉
伺
候
通
被
仰
渡
候
得
者
、
彼
等
為
ニ
者

御
定
ニ
准
取
計
候
方
宜
も
可
有
之
哉
、
勿
論
中
国
四
国
九
州
内
之
出
入


諸
国
よ
り
大
坂
支
配
国
江
懸
り
候
出
入
者
、
都
而
一
座
裏
判
を
以
御

当
地
江
呼
出
候
間
、
大
坂
支
配
国
出
訴
之
出
入
者
、
先
達
而
奉
伺
候
大

坂
町
奉
行
江
申
達
候
書
付
案
ニ
、
ヶ
条
を
分
ケ
認
候
通
、
聊
之
儀
ニ
御

座
候
処
、
目
安
初
判
之
儀
と
借
金
銀
出
入
之
取
計
、
御
当
地
と
違
候
而

者
、
后
後
共
ニ
差
支
候
儀
可
有
御
座
哉
ニ
奉
存
候 

右
御
尋
ニ
付
評
議
仕
申
上
候
趣
、
書
面
之
通
ニ
御
座
候
、
依
之
、
大
坂
町
奉

行
江
申
遣
候
書
付
案
ニ
、
猶
又
下
ケ
札
仕
、
差
上
申
候
、
以
上 

 
 
 

丑
九
月 

明
和
六
丑
年
九
月
十
二
日
松
平
周
防
守
殿
江 

 
 
 
 

立
合
下
り
物
相
済

上
ル 

 

 
 

一
御
尋
ニ
付
御
答
書 

壱
通 

一
大
坂
支
配
国

余
国
江
掛
り
候
出
入
取
計
方
彼
地
町
奉
行
承
合
候
儀
ニ
付

申
上
候
書
付 

壱
通 

 
 

一
大
坂
支
配
国
寺
社
出
入
之
儀
ニ
付
申
上
候
書
付 

壱
通 

土
岐
美
濃
守

牧
野
大
隅
守 

安
藤
弾
正
少
弼
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一
松
平
和
泉
守
書
面
評
議
仕
候
趣
申
上
候
書
付 

壱
通 

 
 

一
大
坂
町
奉
行
江
申
達
候
書
付
案 

 
 

一
冊 

 
 

一
別
紙
書
付 

 
 

壱
通 

 
 

一
書
状 

 
 
 
 

壱
通 

 
 

一
御
書
取 

 
 
 

壱
通 

 
 
 
 

評
定
所
一
座
」 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
老
中
は
評
定
所
一
座
に
対
し
二
度
に
わ
た
り
こ
の
件
に
つ
い

て
の
評
議
を
命
じ
た
が
、
明
和
三
年
・
四
年
の
改
正
に
よ
っ
て
大
坂
な
い
し
大
坂

町
奉
行
支
配
国
、
中
国
・
四
国
・
九
州
の
者
の
「
迷
惑
」
が
増
大
す
る
こ
と
を
懸

念
し
、「
彼
地
之
者
之
為
」
を
考
え
、
従
来
の
大
坂
法
を
維
持
さ
せ
る
べ
き
で
な
い

か
と
す
る
老
中
に
対
し
て
、
評
定
所
一
座
は
「
御
定
書
之
趣
相
守
可
申
儀
」
を
主

張
し
、
裁
判
に
要
す
る
日
数
は
距
離
の
遠
近
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
む
し
ろ
事
案
の

内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
大
坂
と
江
戸
で
取
捌
法
が
異
な
る
と
先
訴

後
訴
の
問
題
等
が
生
じ
て
何
か
と
差
支
に
な
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
、「
彼
等
為
ニ
者

御
定
ニ
准
取
計
候
方
宜
も
可
有
之
哉
」
と
、
御
定
書
に
よ
っ
て
法
の
統
一
を
は
か

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
を
変
え
な
か
っ
た
。
「
目
安
初
判
之
儀
と
借
金
銀
出
入

之
取
計
、
御
当
地
と
違
候
而
者
」
云
々
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
管
轄
権
、

金
銀
出
入
取
捌
手
続
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
未
だ
決
着
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
評
定
所
一
座
の
再
評
議
答
申
を
受
け
、
老
中
が
い
わ
ば
こ
れ
に

押
切
ら
れ
る
形
で
、
明
和
七
年
二
月
の
下
知
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
全

文
が
同
じ
く
「
明
和
撰
要
集
」
十
二
公
事
裁
断
之
部
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
左
の

通
り
で
あ
る
。 

 

「
明
和
七
寅
年
二
月
廿
三
日
為
替
江
遣
ス 

 
 
 
 

大
坂
町
奉
行
江
遣
候
印
状 

以
切
紙
令
啓
上
候
、
然
者
、
先
達
而
御
問
合
有
之
候
其
表
支
配
国
と
余
国

と
之
出
入
取
計
方
之
儀
、
評
議
伺
之
上
、
松
平
周
防
守
殿
依
御
差
図
、
別

帳
を
以
申
達
候
、
以
上 

 
 
 
 

二
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

〔
勘
定
奉
行
〕
松
平
対
馬
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
勘
定
奉
行
〕
安
藤
弾
正
少
弼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
町
奉
行
〕 

曲
淵
甲
斐
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
町
奉
行
〕 

牧
野
大
隅
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
寺
社
奉
行
〕
土
岐
美
濃
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
寺
社
奉
行
〕
松
平
伊
賀
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
寺
社
奉
行
〕
牧
野
越
中
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
寺
社
奉
行
〕
土
屋
能
登
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

室
賀
山
城
守
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
谷
大
和
守
殿 

追
啓
、
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
も
相
伺
置
候
間
、
御
差
図
次
第
、
追
而
可

申
達
候 

一
余
国

御
支
配
国
江
掛
り
候
出
入
、
一
応
其
所
之
奉
行
又
者
御
代
官
領
主

地
頭

掛
合
有
之
、
可
相
済
品
ニ
候
ハ
ゝ
、
御
支
配
内
相
手
之
者
共
江
利

解
御
申
聞
、
金
銀
出
入
抔
者
可
相
済
旨
、
可
成
た
け
御
申
付
、
六
ヶ
月
内

ニ
も
相
済
候
得
者
、
御
当
地
江
不
及
出
訴
、
内
済
い
た
し
候
儀
も
可
有
之

儀
ハ
、
支
配
役
所
互
之
取
計
内
と
存
候
、
此
段
ハ
御
問
合
外
之
事
ニ
者
候
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得
共
、
為
御
心
得
申
達
候
、
以
上 

  
 
 
 
 

大
坂
町
奉
行
衆
江 

 

評
定
所
一
座 

 

其
表
支
配
国
之
者

同
支
配
之
者

伏
見
京
都
堺
奈
良
奉
行
所
之
者
一
同

ニ
相
手
取
金
銀
出
入
等
ニ
而
、
其
表
御
役
所
江
願
出
候
節
ハ
、
右
奉
行
々

江
懸
合
候
上
、
相
手
方
之
も
の
其
表
江
御
呼
出
、
一
同
ニ
対
決
御
申
付
、

裁
許
有
之
候
得
共
、
向
後
者
、
相
手
方
右
奉
行
支
配
之
者
と
入
交
有
之
分

ハ
、
寺
社
奉
行
又
者
御
勘
定
奉
行
等
江
願
候
様
御
申
渡
可
有
之
哉 

此
儀
、
其
表
支
配
国
之
者
と
伏
見
京
都
堺
奈
良
奉
行
支
配
所
之
者
一
件

ニ
加
り
、
一
同
相
手
取
候
出
入
ニ
候
ハ
ゝ
、
御
料
所
村
方
之
者
出
訴
者

御
勘
定
奉
行
、
大
坂
町
中

私
領
之
出
訴
者
寺
社
奉
行
江
可
訴
出
旨
御

申
渡
、
添
簡
を
以
御
差
出
候
方
と
存
候 

一 

借
金
銀
出
入
抔
ニ
而
、
口
々
別
段
之
儀
ヲ
一
紙
目
安
ニ
認
、
相
手
取
候

出
入
者
、
支
配
国
内
之
分
ハ
別
目
安
ニ
為
認
、
其
表
ニ
而
御
取
捌
候
方

と
存
候 

一 

堺
奉
行
支
配
所
者
、
其
表
支
配
国
之
内
ニ
有
之
、
京
都
町
奉
行
ニ
而
伏

見
奈
良
奉
行
支
配
所
之
者
取
捌
と
同
様
に
御
取
計
有
之
候
方
と
存
候 

一
享
保
七
寅
年
北
条
安
房
守
鈴
木
飛
騨
守
其
表
町
奉
行
勤
役
之
節
、
国
分
之

儀
御
下
知
有
之
、
所
司
代
松
平
伊
賀
守

も
相
達
、
五
畿
内
近
江
丹
波
播

摩
八
ヶ
国
を
京
都
大
坂
江
四
ヶ
国
宛
ニ
分
取
捌
可
申
候
、
猶
又
京
都
町
奉

行
可
申
合
旨
、
申
越
候
ニ
付
、
則
安
房
守
出
京
之
上
、
彼
地
町
奉
行
諏
訪

肥
後
守
河
野
豊
前
守
江
万
端
承
合
候
上
、
摂
河
泉
播
之
も
の

京
都
支
配

四
ヶ
国
之
者
相
手
取
願
出
候
節
者
、
彼
地
江
願
出
候
様
申
渡
、
彼
地
支
配

国
之
者

其
表
支
配
国
之
者
相
手
取
候
出
入
者
、
其
表
江
願
出
候
様
可
申

渡
旨
、
申
合
置
、
其
以
来
右
之
通
之
取
計
ニ
候
、
尤
此
儀
者
先
達
而
御
伺

ハ
無
之
候
得
共
、
為
見
合
御
申
越
候
由 

此
儀
、
支
配
所
之
者

他
支
配
を
相
手
取
致
出
訴
候
節
、
他
之
役
所
江

添
簡
致
シ
遣
シ
、
右
役
所
ニ
而
其
支
配
者
江
利
害
申
聞
、
内
済
抔
致
し

候
儀
ハ
、
支
配
々
互
之
取
計
ニ
而
可
有
之
哉
、
其
出
入
之
趣
意
ニ
も
寄

可
申
事
ニ
候
、
他
之
支
配
之
者

出
訴
之
出
入
を
相
手
方
之
支
配
役
所

ニ
而
裁
許
者
相
成
間
敷
儀
と
存
候 

一
他
国
之
者
、
其
表
支
配
国
之
内
ニ
而
、
変
死
行
倒
又
者
人
殺
人
勾
引
等
致

し
候
節
ハ
、
其
支
配
之
奉
行
或
者
領
主
御
代
官
等
江
懸
合
候
上
、
吟
味
有

之
、
変
死
行
倒
人
等
之
類
ハ
、
親
類
身
寄
之
者
呼
出
、
引
渡
遣
、
其
外
人

殺
勾
引
之
類
ニ
而
、
其
表

伺
之
上
落
着
御
申
渡
候
儀
に
付
、
金
銀
出
入

之
外
右
躰
之
類
者
、
他
国
江
懸
り
合
候
儀
も
、
是
迄
之
通
御
取
計
候
心
得

ニ
而
候
由 

此
儀
、
金
銀
出
入
ニ
か
き
ら
す
、
都
而
之
出
入
余
国
江
懸
り
候
分
ハ
、

其
表
ニ
而
御
取
捌
候
筋
ニ
ハ
無
之
、
人
殺
人
勾
引
ニ
而
も
、
余
国
之
も

の
仕
業
ニ
候
段
訴
出
候
ハ
ゝ
、
名
差
候
も
の
不
取
逃
様
手
当
可
有
之
旨
、

其
支
配
之
奉
行
或
者
領
主
御
代
官
江
懸
合
置
、
寺
社
奉
行
又
者
御
勘
定

奉
行
江
、
添
簡
を
以
御
差
出
候
方
と
存
候 

一
変
死
行
倒
等
之
儀
者
、
親
類
身
寄
之
者
、
其
引
合
ニ
而
呼
出
候
事
ニ
付
、
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是
迄
之
通
、
其
支
配
江
懸
合
、
御
呼
出
、
死
骸
御
引
渡
、
於
其
表
落
着
御

申
渡
候
方
と
存
候 

一
人
殺
抔
ニ
か
き
ら
す
、
余
国
之
も
の
、
其
表
ニ
而
不
届
い
た
し
、
所
之
も

の
差
押
置
、
訴
出
候
類
之
引
合
ニ
而
、
支
配
国
外
之
も
の
呼
出
候
儀
ハ
、

目
安
を
以
相
懸
り
候
出
入
と
違
ひ
、
其
奉
行
所
之
手
限
ニ
而
、
他
之
支
配

之
も
の
打
合
致
吟
味
候
儀
ニ
候
間
、
右
之
類
者
、
其
表
ニ
而
、
余
国
之
も

の
呼
出
し
、
吟
味
之
上
落
着
申
渡
候
方
と
存
候 

一
其
表
支
配
国
之
内
、
其
地
住
居
御
代
官
所
之
も
の
相
手
取
、
金
銀
出
入
等

ニ
而
、
支
配
国
之
者

其
御
役
所
江
願
出
候
節
者
、
右
御
代
官
所
江
願
出

候
様
御
申
渡
候
仕
来
ニ
候
得
共
、
此
度
御
下
知
之
通
ニ
御
取
計
、
以
来
ハ

相
手
方
御
役
所
江
御
呼
出
し
、
対
決
御
申
付
、
裁
許
可
有
之
哉 

此
儀
、
其
表
町
人
よ
り
御
代
官
支
配
之
者
江
懸
り
候
金
銀
出
入
抔
、
一

応
懸
合
、
借
り
方
之
も
の
江
御
代
官
ニ
而
利
害
為
申
聞
候
儀
ハ
格
別
、

其
御
役
所
支
配
之
引
合
有
之
出
入
ヲ
、
御
代
官
ニ
而
裁
許
致
間
敷
儀
ニ

候
間
、
其
表
町
人
と
支
配
四
ヶ
国
之
内
御
代
官
所
村
方
之
出
入
ハ
、
其

御
役
所
ニ
而
御
取
捌
候
方
と
存
候 

一
其
表
支
配
国
之
内
ニ
而
も
、
御
料
私
領
一
地
頭
之
も
の
同
士
之
出
入
ハ
、

是
迄
之
通
、
地
頭
表
ニ
而
之
取
計
ニ
致
し
置
可
被
申
哉 

此
儀
、
御
代
官
一
支
配

一
地
頭
之
出
入
者
、
其
支
配
之
御
代
官
又
者

地
頭
之
取
計
ひ
と
御
心
得
、
若
訴
出
候
と
も
、
取
上
ケ
無
之
、
若
御
代

官

地
頭
非
之
分
之
申
付
相
聞
候
ハ
ゝ
、
伺
之
上
、
御
取
計
ひ
可
有
之

儀
と
存
候 

一
他
国
之
者
其
地
江
罷
出
逗
留
中
、
其
表
支
配
国
之
も
の
と
金
銀
諸
色
等
差

引
之
儀
ニ
付
、
他
国
之
者
工
之
筋
有
之
、
金
銀
諸
色
等
取
込
、
国
元
江
出

立
致
候
類
有
之
、
右
之
者
相
手
取
、
支
配
国
之
者
訴
出
候
節
、
手
延
ニ
難

成
儀
有
之
節
ハ
、
相
手
方
御
料
私
領
ハ
勿
論
、
縦
令
奉
行
有
之
国
々
ニ
而

も
、
双
方
共
其
御
役
所
江
呼
出
、
一
通
り
様
子
尋
之
上
ニ
而
、
其
支
配
々

江
懸
合
、
吟
味
次
第
ニ
落
着
御
申
渡
候
儀
、
前
々

仕
来
ニ
候
間
、
右
等

之
類
、
差
懸
り
候
儀
、
是
迄
之
通
御
取
計
可
有
之
哉 

此
儀
、
金
銀
諸
色
取
込
候
余
国
之
者
、
其
表
ニ
差
押
置
、
所
之
も
の
訴

出
候
分
ハ
、
早
速
吟
味
有
之
、
勿
論
引
合
ニ
而
ハ
、
其
外
余
国
之
者
も

呼
出
、
其
御
役
所
ニ
而
御
計
ひ
候
方
と
存
候 

一
金
銀
諸
色
取
込
、
其
表
出
立
致
し
、
在
所
江
罷
帰
居
候
も
の
を
相
手
取
、

其
表
支
配
国
之
者
致
出
訴
候
分
ハ
、
其
支
配
之
奉
行
或
ハ
領
主
御
代
官
江

手
当
之
儀
懸
合
置
、
寺
社
奉
行
又
者
御
勘
定
奉
行
江
添
簡
を
以
御
差
出
候

方
と
存
候 

一
播
州
之
儀
者
、
相
隔
り
候
場
所
ニ
候
間
、
摂
河
両
国
と
違
ヒ
、
変
死
行
倒

人
殺
人
勾
引
盗
賊
等
之
類
、
領
主
切
ニ
而
取
捌
候
哉
、
右
躰
之
儀
、
私
領

村
々

其
御
役
所
江
訴
出
候
儀
無
之
、
右
之
外
も
、
摂
河
取
扱
ニ
振
候
儀

も
有
之
候
、
尤
依
領
主
、
変
死

盗
賊
な
と
役
人
申
出
候
儀
も
有
之
候
得

共
、
里
数
隔
候
場
所
も
有
之
候
条
、
都
而
摂
河
同
様
之
取
扱
ニ
而
も
、
品

ニ
よ
り
差
懸
候
儀
等
者
、
差
支
ニ
相
成
候
儀
も
可
有
之
候
間
、
公
事
出
入

之
外
ハ
、
地
頭
役
人

申
出
候
分
ハ
御
取
捌
有
之
、
其
余
者
是
迄
仕
来
之

通
、
御
心
得
可
有
之
哉 
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此
儀
、
公
事
出
入
外
吟
味
筋
之
儀
者
、
地
頭
役
人
申
出
候
と
も
、
一
地

頭
限
之
儀
者
取
上
無
之
、
他
所
之
引
合
有
之
、
其
地
頭
に
而
吟
味
難
成

筋
者
、
奉
行
所
吟
味
之
儀
、
其
筋
江
相
伺
候
様
、
御
申
達
候
方
と
存
候 

但
、
他
所
之
引
合
を
相
手
取
候
筋
ニ
候
ハ
ゝ
、
目
安
を
以
可
懸
儀
ニ
付
、

公
事
出
入
之
取
計
ひ
ニ
而
有
之
候
、
都
而
本
文
之
通
ニ
取
計
候
得
者
、

道
法
隔
候
国
々
迚
も
、
取
捌
ニ
違
候
儀
者
有
之
間
敷
哉
ニ
存
候 

一
右
願
人
奉
行
有
之
国
々
之
も
の
候
得
者
、
支
配
之
奉
行
江
相
断
候
上
願
出

候
様
御
申
渡
候
儀
、
是
又
前
々

之
仕
来
ニ
候
由 

 
 
 
 

此
朱
書
難
分
故
、
否
不
申
達
候 

一
其
表
支
配
国
之
内
、
摂
河
両
国
在
々
ニ
而
、
変
死
行
倒
死
有
之
節
者
、
一

地
頭
切
之
者
ニ
而
も
、
御
代
官
手
代
領
主
役
人
等
検
使
ニ
罷
越
、
遂
見
分
、

其
上
ニ
而
、
其
御
役
所
江
一
件
召
連
出
、
見
分
書

懸
り
合
之
口
書
等
差

出
、
指
図
を
請
、
死
骸
片
付
御
申
渡
候
儀
、
前
々

仕
来
ニ
候
処
、
摂
州

之
内
も
尼
ヶ
崎
高
槻
三
田
麻
田
等
之
私
領
者
、
変
死
行
倒
死
等
之
類
、
一

領
主
切
之
も
の
ニ
而
他
領
江
不
拘
分
ハ
、
前
々

之
仕
来
ニ
而
者
、
御
役

所
江
不
訴
出
も
有
之
、
又
者
変
死
之
品
ニ
寄
、
地
頭
役
人
訴
出
候
儀
も
有

之
候
而
、
一
事
両
様
之
儀
も
有
之
候
得
共
、
右
等
之
類
者
、
先
規

之
仕

来
ニ
候
間
、
是
迄
之
通
御
心
得
可
有
之
哉 

此
儀
、
一
領
一
地
頭
限
之
取
計
ひ
ハ
、
変
死
行
倒
等
ニ
か
き
ら
す
、
都

而
他
所
之
引
合
無
之
候
ハ
ゝ
、
奉
行
所

御
代
官
手
代
抔
差
遣
、
死
骸

片
付
等
之
儀
御
申
渡
候
筋
ニ
ハ
無
之
間
、
他
之
引
合
無
之
段
分
明
ニ
候

ハ
ゝ
、
地
頭
役
人
届
出
候
共
、
地
頭
ニ
而
取
捌
候
様
御
申
達
候
方
と
存

候 

一
摂
河
播
泉
四
ヶ
国
之
内
、
御
料
私
領
之
も
の
諸
願
諸
出
入
共
ニ
、
書
付
ニ

庄
屋
年
寄
等
奥
印
有
之
候
へ
者
取
上
、
吟
味
之
上
裁
許
有
之
候
仕
来
ニ
候
、

御
当
地
ニ
而
ハ
、
都
而
御
料
私
共
ニ
、
添
簡
又
者
添
使
等
無
之
分
ハ
、
願

取
上
無
之
候
哉 

此
儀
、
御
当
地
ニ
而
ハ
、
添
簡
添
使
等
無
之
候
得
者
、
取
上
不
申
候
、

遠
国
之
儀
者
、
其
所
御
代
官
陣
屋
無
之
、
領
主
地
頭
家
来
抔
不
罷
在
村

方
も
可
有
之
哉
ニ
付
、
添
簡
無
之
類
無
取
上
候
而
者
、
品
ニ

差
支
ニ

も
可
相
成
哉
ニ
付
、
否
之
儀
難
申
達
候 

一
遠
国
之
も
の
、
大
坂
町
内
ハ
勿
論
、
摂
河
播
泉
之
内
ニ
出
店
を
構
、
支
配

人
を
附
、
右
支
配
人
名
前
を
以
金
銀
等
取
引
致
し
、

出
店
と
申
名
前
不

差
出
、
商
物
取
計
支
配
頼
置
候
之
者
、
数
多
有
之
、
右
出
店
支
配
人

商

物
取
計
ひ
支
配
人
を
相
手
取
、
其
表
之
も
の

金
銀
出
入
願
出
候
節
、
支

配
致
し
居
候
段
無
相
違
上
者
、
本
主
遠
国
之
者
之
儀
ニ
付
、
其
表
ニ
而
者

取
捌
無
之
、
御
当
地
江
願
出
候
様
、
御
申
渡
候
筋
ニ
候
哉
、

右
出
店
之

者

外
町
人
江
売
懸
等
之
願
、
間
々
有
之
候
、
右
類
も
同
様
御
申
渡
可
有

之
哉
、
併
支
配
人
名
前
ヲ
以
取
引
致
し
候
上
ハ
、
右
支
配
人
本
主
ニ
相
立

候
筋
に
も
可
有
之
哉
、
右
之
内
ニ
者
、
其
表
ニ
而
家
屋
敷
所
持
致
し
、
支

配
人
名
前
以
町
役
等
之
儀
も
居
町
同
様
相
勤
来
候
も
有
之
、
又
者
出
店
借

家
ニ
候
而
も
、
町
役
等
相
勤
候
儀
者
同
様
之
儀
ニ
而
、
都
而
支
配
人
名
前

ニ
而
取
引
之
儀
者
、
其
儘
其
表
ニ
而
御
取
捌
候
筋
ニ
も
候
哉
、
既
此
節
、

其
表
之
も
の
商
物
支
配
人
を
相
手
取
願
出
候
も
の
有
之
候
ニ
付
、
為
御
見
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合
、
右
預
り
銀
証
文
写
為
見
御
問
合
候 

此
儀
、
他
国
之
者
之
出
店
ニ
候
共
、
出
店
ニ
罷
在
候
支
配
人
者
、
町
役

等
相
勤
候
ハ
ゝ
、
其
表
之
人
別
ニ
入
罷
在
候
儀
ニ
而
、
左
候
ハ
ゝ
、
外

町
人
と
の
出
入
者
、
双
方
共
其
表
之
者
ニ
付
、
其
御
役
所
ニ
て
御
取
捌

有
之
候
方
と
存
候 

且
、
御
見
セ
候
預
り
証
文
之
名
前
、
土
州
虎
屋
七
兵
衛
代
当
地
支
配
人

早
屋
吉
兵
衛
と
有
之
、
土
州
者
何
方
之
者
ニ
而
、
其
表
出
店
之
町
名
も

無
之
候
得
共
、
双
方
共
申
口
符
合
致
し
、
右
名
前
肩
書
之
儀
ニ
付
紛
敷

事
も
無
之
候
ハ
ゝ
、
同
様
裁
許
有
之
可
然
存
候 

 
 
 
 
 
 

以
上 

 
 
 
 
 

寅
二
月
」 

 

「
貸
金
銀
出
入
取
計
之
儀
も
相
伺
置
候
間
、
御
差
図
次
第
、
追
而
可
申
達
候
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
金
銀
出
入
の
取
捌
手
続
に
関
し
て
は
こ
の
時
点
で

も
依
然
と
し
て
老
中
と
三
奉
行
の
間
で
決
着
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

九
月
一
二
日
に
評
定
所
一
座
が
評
議
上
申
し
た
書
類
の
中
に
は
「
大
坂
支
配
国
寺

社
出
入
之
儀
ニ
付
申
上
候
書
付
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
明
和
七
年
五
月
に
は
支

配
四
か
国
内
の
寺
社
出
入
（
金
銀
出
入
も
含
む
）
に
関
し
て
大
坂
町
奉
行
所
の
管
轄

権
が
新
た
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（

） 

し
か
し
そ
の
後
も
、
金
銀
出
入
取
捌

手
続
に
関
す
る
明
和
四
年
の
改
正
法
が
実
際
に
大
坂
町
奉
行
所
で
施
行
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
ず
、
明
和
四
年
改
正
法
は
現
実
に
は
実

施
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

な
お
、
三
奉
行
の
一
人
と
し
て
曲
淵
甲
斐
守
が
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
甲
斐
守

が
大
坂
町
奉
行
か
ら
江
戸
の
町
奉
行
に
転
じ
た
の
は
明
和
六
年
八
月
一
五
日
で
あ

る
。

（

） 

前
述
の
ご
と
く
甲
斐
守
は
、
明
和
四
年
暮
に
そ
れ
ま
で
「
浮
置
」
に
し
て
い

た
金
銀
出
入
を
処
理
す
る
た
め
、
陣
頭
に
立
っ
て
奮
闘
し
た
奉
行
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
同
役
と
し
て
と
も
に
大
坂
仕
来
法
を
死
守
す
る
た
め
尽
力
し
た
鵜
殿
出
雲
守

は
、
江
戸
へ
出
府
し
て
老
中
松
平
右
近
将
監
に
大
坂
法
の
維
持
を
訴
え
、
当
面
仕

来
法
の
適
用
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
翌
明
和
五
年
三
月
一
六

日
に
大
坂
町
奉
行
職
を
辞
し
て
い
る
。

（

） 

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
明
和
三

年
・
四
年
の
改
正
に
抵
抗
し
た
大
坂
町
奉
行
を
、
一
人
は
辞
職
、
一
人
は
町
奉
行

に
栄
進
さ
せ
て
評
定
所
一
座
の
中
に
取
込
む
形
で
交
代
さ
せ
、
政
策
の
実
施
に
都

合
の
よ
い
体
制
を
整
え
よ
う
と
し
た
よ
う
に
も
見
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
裏
付

け
と
な
る
よ
う
な
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。 

 

結 

 

明
和
四
年
の
改
正
法
が
撤
回
さ
れ
、
大
坂
町
奉
行
所
の
金
銀
出
入
取
捌
に
関
し

て
旧
来
の
大
坂
仕
来
法
の
適
用
が
再
び
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
老
中
松
平
右
近
将
監

武
元
に
よ
り
正
式
に
決
定
さ
れ
た
の
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
七
月
二
八
日
の

こ
と
で
あ
る
。

（

）  

 

従
来
説
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
明
和
三
年
の
改
正
に
よ
っ
て
遠
国
金

銀
出
入
の
裁
判
管
轄
権
が
否
定
さ
れ
、
翌
四
年
の
改
正
に
よ
り
大
坂
町
奉
行
所
の

裁
判
で
適
用
さ
れ
る
べ
き
金
銀
出
入
取
捌
法
に
つ
い
て
も
大
坂
仕
来
法
が
否
定
さ

れ
て
、
江
戸
法
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
江
戸
か
ら
は

そ
の
よ
う
な
通
達
が
大
坂
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
紹
介
し
た
史
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料
に
よ
れ
ば
、
大
坂
町
奉
行
は
そ
の
実
施
に
抵
抗
し
、
施
行
細
則
に
類
す
る
細
か

な
問
題
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
三
奉
行
に
問
合
せ
て
時
間
を
稼
ぎ
、

（

） 

そ
の
回
答
を
得

る
ま
で
は
訴
状
を
「
浮
置
」
に
し
て
改
正
法
を
施
行
せ
ず
、
な
い
し
は
当
面
従
来

通
り
の
大
坂
法
で
取
捌
い
て
い
た
。
実
際
に
は
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
切
金
弁
済

制
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
明
和
三
年
に
令
せ
ら

れ
た
遠
国
金
銀
出
入
に
関
す
る
管
轄
の
変
更
だ
け
が
明
和
七
年
二
月
二
三
日
付
の

下
知
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
実
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
既
に
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
其
後
借
用
金
売
掛
金
之
類
、
都
而
返
済
方
行
届
兼
、

遠
国
金
銀
取
引
手
狭
ニ
成
、
通
用
不
宜
由
ニ
候
」

（

） 

と
い
う
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
い
、

結
局
旧
来
の
大
坂
仕
来
法
へ
の
復
帰
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
に
見
た
よ
う
な
、
金
銀
出
入
取
捌
に
関
す
る
江
戸
法
と
大
坂
法
の
差
異
な

い
し
対
抗
関
係
は
、
と
く
に
大
坂
と
い
う
都
市
の
性
格
や
そ
こ
に
お
け
る
大
坂
町

奉
行
の
役
割
等
を
考
え
る
と
と
も
に
、
幕
府
権
力
の
実
態
や
ひ
い
て
は
近
世
法
体

系
の
構
造
に
関
す
る
理
解
に
も
か
か
わ
る
論
点
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
解
明
す
る
一
助
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
若
干
の
史
料
を
紹
介
す
る
に
止
め
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

（
1
）
こ
の
改
正
に
関
す
る
記
述
は
諸
書
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
た
拙
稿
「
近

世
私
法
史
に
お
け
る
『
大
坂
法
』
の
意
義
に
つ
い
て
―
―
大
坂
町
奉
行
所
の
民
事
裁

判
管
轄
に
関
す
る
一
考
察
―
―
」
（
平
松
義
郎
博
士
追
悼
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
法

と
刑
罰
の
歴
史
的
考
察
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
三
二
八
頁

以
下
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
文
献
・
史
料
等
の
引
用
に
際
し
て
は
、
異
体

字
・
変
体
仮
名
等
は
お
お
む
ね
現
行
通
用
の
も
の
に
改
め
る
と
と
も
に
、
適
宜
句
読

点
を
付
し
、
表
題
の
角
書
は
（ 

）
内
に
一
行
で
書
い
た
。
ま
た
筆
者
に
よ
る
註
記

は
〔 

〕
で
囲
ん
で
示
し
た
。
誤
字
等
が
朱
書
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
と
く

に
註
記
す
る
こ
と
な
く
訂
正
後
の
も
の
を
記
し
た
。 

（
2
）
神
保
文
夫
「
明
和
三
年
の
大
坂
町
奉
行
所
金
銀
出
入
取
捌
法
改
正
に
関
す
る
史
料
」

（
『
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』
一
八
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。
同
論
文
で
は
、「
懸
合
一

件
留
」
の
『
壱
』
か
ら
『
拾
九
』
ま
で
を
紹
介
し
た
。
本
稿
で
は
、
残
り
の
『
弐

拾
』
か
ら
『
三
拾
八
』
ま
で
の
部
分
を
紹
介
す
る
。
な
お
「
懸
合
一
件
留
」
の
表
題

と
全
体
の
目
録
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
二
九
六
―
二
九
九
頁
註
（

7

）
及
び

（
9
）
参
照 

（
3
）
註
（
2
）
所
引
拙
稿
二
九
四
―
二
九
五
頁
参
照
。
な
お
、
『
萬
字
屋
古
書
目
録
』

七
〇
号
（
萬
字
屋
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
九
頁
に
「
吟
味
御
用
覚
書
」
と
題
す
る
写

本
（
宝
暦
二
申
年
正
月

同
三
酉
年
十
月
迄
）
の
写
真
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
表

紙
に
「
八
田
五
郎
左
衛
門
」
の
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
本
来
同
一
史

料
群
に
属
し
て
い
た
八
田
家
文
書
の
一
冊
と
見
ら
れ
る
。 

（
4
）
前
掲
拙
稿
「
明
和
三
年
の
大
坂
町
奉
行
所
金
銀
出
入
取
捌
法
改
正
に
関
す
る
史

料
」
三
二
二
│
三
二
四
頁
。 

（
5
）
同
前
、
三
二
四
―
三
二
五
頁
。 

（
6
）
以
下
本
文
の
引
用
史
料
は
、
と
く
に
断
わ
ら
な
い
限
り
「
懸
合
一
件
留
」
で
あ
る
。 

（
7
）
こ
の
箇
所
は
文
章
に
脱
落
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
掲
『
弐
拾
四
』
に
徴
す

る
に
、
「
御
下
知
被
仰
越
候
」
に
類
す
る
文
言
が
続
く
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

（
8
）
「
金
銀
出
入
ニ
付
当
地
御
仕
置
下
知
之
留

遠
国
江
掛
り
候
金
銀
取
引
仕
方
書
共
弐

冊
」
は
前
掲
拙
稿
「
明
和
三
年
の
大
坂
町
奉
行
所
金
銀
出
入
取
捌
法
改
正
に
関
す
る

史
料
」
三
二
五
―
三
三
四
頁
に
紹
介
し
た
「
懸
合
一
件
留
」
『
拾
八
』
・『
拾
九
』
を
、

ま
た
「
存
寄
書
壱
通
」
は
同
じ
く
三
二
四
―
三
二
五
頁
の
『
拾
七
』
を
指
す
。 

（
9
）
こ
の
こ
と
に
言
及
し
た
論
著
は
少
な
く
な
い
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
石
井
良

助
『
近
世
取
引
法
史
〔
法
制
史
論
集
第
七
巻
〕』
（
創
文
社
、
一
九
八
二
年
）、
同
『
近

世
民
事
訴
訟
法
史
〔
法
制
史
論
集
第
八
巻
〕
』（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）、
同
『
続
近

世
民
事
訴
訟
法
史
〔
法
制
史
論
集
第
九
巻
〕
』
（
創
文
社
、
一
九
八
五
年
）
が
あ
る
。 

（
10
）
神
保
文
夫
「
西
欧
近
代
法
受
容
の
前
提
―
―
大
坂
町
奉
行
所
民
事
裁
判
法
の
性
格

に
つ
い
て
―
―
」
（
石
井
三
記
・
寺
田
浩
明
・
西
川
洋
一
・
水
林
彪
編
『
近
代
法
の
再

定
位
』
所
収
、
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
〇
頁
も
参
照
。
後
掲
「
八
田
氏
由
緒

書
」
の
中
で
も
、
こ
の
改
正
を
「
大
坂
金
銀
出
入
御
取
捌
、
切
金
済
ニ
御
改
正
御
下

知
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
後
に
、
水
野
忠
邦
の
天
保
改
革
に
際
し
て
天
保
一
四
年

（
一
八
四
三
）
に
実
施
さ
れ
た
金
公
事
改
革
は
、
大
坂
法
を
江
戸
に
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
核
心
は
江
戸
の
金
銀
出
入
取
捌
法
に
お

け
る
切
金
弁
済
制
の
原
則
的
廃
止
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
神
保
文
夫
「
近
世
私
法

体
系
の
転
換
（
一
）
―
―
天
保
十
四
年
の
金
公
事
改
革
―
―
」〈
『
名
古
屋
大
学
法
政
論
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集
』
八
九
号
、
一
九
八
一
年
〉
四
七
一
頁
以
下
、
石
井
前
掲
『
近
世
民
事
訴
訟
法

史
』
二
八
七
頁
、
三
三
五
頁
以
下
参
照
）
。 

（
11
）
前
掲
拙
稿
「
西
欧
近
代
法
受
容
の
前
提
」
一
四
九
―
一
五
〇
頁
参
照
。 

（
12
）
「
棠
蔭
秘
鑑
」
貞
（
御
書
付
類
）
三
十
七
（
法
制
史
学
会
編
・
石
井
良
助
校
訂
『
徳

川
禁
令
考
』
〈
創
文
社
、
一
九
五
九
―
六
一
年
〉
別
巻
二
〇
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、
老
中

松
平
周
防
守
よ
り
三
奉
行
へ
の
御
渡
は
七
月
一
九
日
付
で
あ
る
。
小
早
川
欣
吾
『
（
増

補
）
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
八
年
）
三
二
一
頁
も
参

照
。 

（
13
）
な
お
「
懸
合
一
件
留
」
の
末
尾
に
は
、
同
じ
明
和
四
年
八
月
、
大
坂
町
奉
行
所
で

証
文
銀
出
入
の
訴
状
「
浮
ケ
置
」
中
の
相
手
方
に
対
し
、
江
戸
の
者
が
酒
造
金
出
入

の
三
奉
行
裏
判
訴
状
を
持
参
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
先
訴
後
訴
制
に
か
か
わ
る
も
の

と
し
て
大
坂
町
奉
行
が
報
告
し
た
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
左
の
通
り
で
あ
る
。

宛
名

載
が
な

が
、
お
そ
ら
く
城
代
宛
の
も
の
で
あ
ろ
う
。 

の
記

い

 
 
 
 

「 
 

見
出
し 

 
 
 

『
三
拾
八
』
三
奉
行
裏
判
訴
状
到
来
之
儀
ニ
付
申
上
候
書
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
番 

 
 

 

鵜
殿
出
雲
守 

 
 

曲
淵
甲
斐
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
戸
北
嶋
町
市
右
衛
門
店 

 
 

願
人 

 
 
 
 
 
 
 

源 

蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
遠
江
領
分
播
州 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
庫
郡
西
宮
石
才
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
足 

 
 

相
手 

 
 
 
 
 

市
郎
右
衛
門 

右
源
蔵
儀
、
市
郎
右
衛
門
相
手
取
酒
造
金
滞
出
入
、
江
戸
表
ニ
而
出
訴
仕
、
三

奉
行
裏
判
之
訴
状
持
参
仕
候
、
然
ル
処
、
市
郎
右
衛
門
儀
、
伏
屋
新
助
知
行
所

同
国
同
郡
今
津
村
小
豆
嶋
屋
貞
太
郎

願
出
候
証
文
銀
出
入
、
訴
状
請
罷
在
、

対
決
可
申
付
処
、
貸
金
銀
之
儀
ニ
付
御
下
知
有
之
、
右
取
計
方
三
奉
行
江
承
合

候
内
之
儀
故
、
右
訴
状
者
浮
ケ
置
御
座
候
、
是
迄
当
表
ニ
先
訴
有
之
も
の
者
、

其
段
三
奉
行
江
掛
合
不
差
遣
候
得
共
、
此
度
切
金
ニ
相
改
り
、
幾
口
に
て
も
訴

状
為
請
候
上
者
、
縦
日
切
等
申
付
置
候
も
の
ニ
而
も
、
可
差
遣
儀
と
ハ
奉
存
候

得
共
、
右
取
計
方
始
而
之
儀
ニ
付
、
此
段
申
上
置
候
、
以
上 

亥
八
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
番 

 
 

鵜
殿
出
雲
守 

曲
淵
甲
斐
守
」 

（
14
）
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
「
八
田
氏
由
緒
書
」
（
『
大
坂
町
奉
行
吟
味
伺
書
〔
大
阪
市

史
史
料
第
三
十
三
輯
〕』
所
収
、
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
一
年
）
一
〇
九
―
一
一

〇
頁
。 

（
15
）
同
前
、
一
〇
九
頁
。 

（
16
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
二
、
三
〇
六
―
三
一
二
頁
。 

（
17
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
別
の
機
会
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
要
点
は
以
下

の
ご
と
く
で
あ
る
。
『
（
徳
川
時
代
）
民
事
慣
例
集 

動
産
ノ
部
』
（
『
司
法
資
料
』
一

九
二
号
、
一
九
三
五
年
）
一
六
二
―
一
七
一
頁
に
「
年
度
不
詳
」
と
し
て
収
録
さ
れ

て
い
る
「
貸
金
銀
出
入
取
計
方
大
坂
町
奉
行
承
合
候
儀
ニ
付
評
定
所
一
座
申
上
候
書

付
」
（
「
子
十
月
十
六
日
」
付
）
及
び
「
貸
金
銀
出
入
取
計
方
大
坂
町
奉
行
江
申
達
候

書
付
」
（
「
子
十
月
」
付
）
は
、
前
註
所
引
の
二
通
の
書
付
と
同
一
の
も
の
で
あ
り

（
但
し
前
註
所
引
の
第
二
の
書
付
に
は
末
尾
に
「
切
金
員
数
割
合
書
付
」
が
付
さ
れ

て
い
る
点
が
異
な
る
）、
し
か
し
て
「
子
十
月
十
六
日
」
付
書
付
の
末
尾
に
は
「
別
紙

帳
面
壱
冊
書
付
一
通
相
添
奉
伺
候
」
と
あ
る
が
（
一
六
三
頁
）
、
そ
の
註
記
に
「
本
文

ノ
別
紙
帳
面

書
付
ハ
前
件
及
次
件
ヲ
云
フ
」
と
あ
り
、
そ
の
「
前
件
」
と
は
亥

（
明
和
三
年
）
七
月
一
九
日
付
三
奉
行
宛
達
書
（
註
（
12
）
所
引
）
を
指
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
「
子
十
月
（
十
六
日
）
」
は
明
和
五
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
化
五

年
は
子
年
で
は
な
く
辰
年
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
文
化
元
子
年
の
誤
り
と
み

る
説
も
あ
っ
た
が
、
文
化
元
年
又
は
五
年
に
大
坂
町
奉
行
所
の
金
銀
出
入
取
捌
法
が

江
戸
の
法
制
に
倣
っ
て
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

ず
、
文
化
年
間
に
お
け
る
大
坂
法
が
江
戸
法
に
従
っ
て
再
改
正
し
た
と
い
う
事
実
は



 150

な
か
っ
た
と
断
じ
て
よ
い
（
前
掲
拙
稿
「
近
世
私
法
史
に
お
け
る
『
大
坂
法
』
の
意

義
に
つ
い
て
」
三
三
五
頁
註
（
16
）
、
拙
稿
「
西
欧
近
代
法
受
容
の
前
提
」
一
八
〇

頁
註
（
47
）
を
参
照
）
。 

（
18
）
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書
、
請
求
記
号
Ａ
１
―
34
。
署
名
は
な
い
が
、
こ
れ
も
八

田
五
郎
左
衛
門
家
文
書
の
一
点
か
と
思
わ
れ
る
。 

（
19
）
熊
谷
光
子
「
大
坂
町
奉
行
所
へ
の
諸
届
と
『
村
々
』」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
二
一
号
、

一
九
九
七
年
）
六
頁
の
記
述
は
、
こ
の
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
。 

（
20
）
「
明
和
撰
要
集
」
十
二
公
事
裁
断
之
部
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
・
旧
幕
引
継
書
）
。 

（
21
）
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
布
施
弥
平
治
編
『
百
箇
条
調
書
』
（
新
生
社
、
一
九
六
六

―
六
八
年
）
第
一
巻
一
七
一
頁
、
『
大
阪
市
史
』
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
複
刻

〈
初
版
一
九
一
一
―
一
五
年
〉）
第
一
、
八
一
八
頁
、
同
第
三
、
七
七
三
頁
、
同
第
五
、

九
九
―
一
〇
〇
頁
、
小
早
川
欣
吾
「
近
世
の
裁
判
組
織
と
審
級
及
管
轄
に
関
す
る
若

干
の
考
察
（
三
・
完
）」
（
『
法
学
論
叢
』
三
二
巻
四
号
、
一
九
三
五
年
）
一
〇
一
―
一

〇
二
頁
等
を
参
照
。「
明
和
撰
要
集
」
十
二
公
事
裁
断
之
部
に
は
、
明
和
七
年
正
月
か

ら
三
月
に
か
け
て
こ
の
件
に
つ
い
て
老
中
と
三
奉
行
の
間
で
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
史
料
が
見
え
る
。
更
に
、
前
掲
「
摂
河
泉
播
四
ケ
国
寺
社
家
金
銀
出
入
其
外

諸
出
入
御
吟
味
者
御
取
捌
方
之
儀
ニ
付
堺
奉
行
江
御
懸
ケ
合
一
件
留
目
安
方

借
用

之
写
」
に
は
、
堺
奉
行
の
管
轄
権
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
の
大
坂
町
奉
行
と
堺
奉
行

の
掛
合
（
同
年
六
月
か
ら
翌
明
和
八
年
八
月
ま
で
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

（
22
）
『
大
日
本
近
世
史
料 

柳
営
補
任
五
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
）
四
五

頁
。 

（
23
）
同
前
、
四
八
頁
。 

（
24
）
「
棠
蔭
秘
鑑
」
貞
（
御
書
付
類
）
三
十
七
（
『
徳
川
禁
令
考
』
別
巻
二
〇
〇
頁
）
。
明

和
三
年
改
正
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
遠
国
金
銀
出
入
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
も
、

併
せ
て
旧
に
復
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
経
緯
が
あ

り
、
遠
国
金
銀
出
入
の
裁
判
管
轄
権
の
復
活
が
最
終
的
に
確
認
さ
れ
た
の
は
天
明
元

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
前
掲
拙
稿
「
近
世
私
法
史
に
お
け
る
『
大
坂
法
』
の
意
義
に

つ
い
て
」
三
三
〇
―
三
三
二
頁
参
照
）
。 

（
25
）
な
お
後
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
改
革
に
際
し
て
株
仲
間
の

解
散
が
令
せ
ら
れ
た
際
に
も
、
江
戸
の
勘
定
奉
行
・
町
奉
行
等
と
の
懸
合
に
お
い
て
、

大
坂
町
奉
行
は
似
た
よ
う
な
対
応
の
仕
方
を
見
せ
て
い
る
。
坂
本
忠
久
「
大
坂
に
お

け
る
『
天
保
改
革
』
政
策
の
立
案
と
そ
の
論
議
―
―
近
世
後
期
の
都
市
政
策
の
課
題
―

―
」（
『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
一
六
巻
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）
に
対
す
る
拙
評
（
『
法

制
史
研
究
』
五
二
号
、
二
〇
〇
三
年
）
二
四
四
―
二
四
六
頁
参
照
。 

（
26
）
「
棠
蔭
秘
鑑
」
貞
（
御
書
付
類
）
三
十
七
（
『
徳
川
禁
令
考
』
別
巻
二
〇
〇
頁
） 

 

〔
付
記
〕
本
稿
で
引
用
紹
介
し
た
史
料
の
閲
覧
利
用
に
つ
い
て
種
々
御
高
配
い
た
だ
い
た

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
及
び
国
立
国
会
図

書
館
の
関
係
各
位
に
、
あ
ら
た
め
て
謝
意
を
表
す
る
。 


